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金

融

説
(
そ
の

-
.......-

玉
、

す

ぴ

む
以
上
の
如
き
証
券
金
融
対
策
並
び
に
金
融
債
の
発
行
等
金
融
界
の
援
助
は
、
そ
の
大
部
分
が

イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
収
束
に
伴
う
過
準
則
に
於
て
は
是
非
と
も
必
要
な
措
置
で
あ
る
が
、
今
後

に
於
て
も
之
が
永
続
さ
れ
る
が
如
き
と
と
は
決
し
て
望
・
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
然
か
も
か
か

る
証
券
市
場
に
対
す
る
金
融
界
の
援
助
は
現
杭
に
於
て
す
ら
一
定
の
限
界
を
有
す
る
も
の
で
あ

る
。
従
っ
て
-
日
も
早
〈
金
融
機
構
再
編
成
を
名
実
共
に
実
現
し
、
証
券
民
主
化
の
実
を
挙
ぐ

べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
先
ず
第
-
に
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
収
束
政
策
を
堅
持
し
て
、

我
が
国
経
済
の
終
局
的
安
定
を
早
急
に
実
現
し
、

一
般
国
民
が
企
業
の
健
全
性
と
収
益
性
に
基

き
安
ん
じ
て
直
接
投
資
に
参
加
し
得
る
が
如
き
経
済
情
勢
を
招
来
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

市
し
て
そ
れ
は
財
政
々
策
、
金
融
政
策
と
並
ん
で
企
業
自
体
の
努
力
即
ち
合
理
化
の
推
進
如
何

に
大
含
〈
在
右
さ
れ
る
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
な
い
。
特
に
為
後
レ
1
卜
設
定
を
機
と
し
て
国
際

経
済
と
の
直
接
的
接
触
の
段
階
に
入
っ
た
現
在
に
於
て
は
、
外
同
企
業
と
の
蛾
烈
な
る
競
争
を

行
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
従
っ
て
合
理
化
の
目
標
も
此
の
線
に
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
近
く
行
わ
れ

る
資
，
話
再
評
価
を
泊
じ
企
業
に
対
す
る
イ
ン
フ
レ

ー
シ
ョ
ン
の
影
響
は

一
応
解
消
な
み
る
釈
で

あ
り
、
こ
の
際
企
業
は
経
済
界
の
現
状
に
応
ず
る
合
理
化
を
企
業
の
自
由
な
立
場
で
進
め
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。
A
W一融
機
構
の
再
編
成
を
名
央
共
に
実
現
す
る
た
め
に
必
要
な
第
二
の
点
は

証
券
市
場
内
部
に
於
け
る
引
受
部
門
と
売
買
部
門
と
の
分
離
、
引
受
部
門
に
於
け
る
信
胤
の
強

化
、
売
買
部
門
に
於
け
る
投
機
性
の
払
拭
等
投
資
者
を
保
設
す
る
こ
と
に
万
全
の
努
力
を
払
う

べ
会
ζ
と
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
証
券
市
場
は
始
め
て
金
融
市
場
と
放
立
し
て
金
融
機
構
を
構
成

す
る
こ
大
支
柱
の

一
つ
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
資
本
部
秘
の
乏
し
い
我
が
固
に
於
て

此
の
方
針
を
貫
〈
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
り
、
又
自
由
に
放
任
す
る
な
ら
ば
兎
角
戦
前
の
状

態
に
立
ち
戻
ら
ん
と
す
る
傾
向
の
強
い
現
状
に
於
て
、
証
券
市
場
内
部
の
機
構
再
編
成
を
迷
成

す

る

に

は

非

常

な

努

力

を

必

要

と

す

ゐ

で

あ

ろ

う

。

〈
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崎
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我
国
市
中
銀
行
の

オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ン
に
付
て

昭
和
釘

・
2
・
1

次

第

二

軍

序

説

第

一
節

オ

ー

バ

ー
ロ
ー
ン
の
定
義

第
二
節
オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ン
の
測
定
方
法

第
二
米
オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ン
の
状
況

第

一
節
明
治
年
代
に
お
け
る
全
国
国
立
銀
行
の
オ
ー
バ
ー
ロ

ー
ン
の
状
況

第
二
節

明

治

二
十
六
年
以
降
終
戦
迄
の
全
国
智
通
銀
行
の
オ
ー
バ
ー
ロ

ー
ン
の
状
況

第
三
節
終
戦
以
降
最
近
に
至
る
全
凶
銀
行
の
オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ン
の
状
況

第

四

節

概

観

国

附

設
守司
d

酎
け
珂

表

明
治
六

l
一一
一十
-
年
間
に
お
け
る
全
国
国
立
銀
行
の
オ
ー
バ
ー
ロ
ー

ン
の
状
況

~~ 

主主-

明
治
二
十
六
年
以
降
終
戦
迄
の
企
図
普
通
銀
行
の
オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ン

の
状
況

終
戦
以
降
に
お
け
る
全
国
銀
行
の
オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ン
の
状
況

第一
一一
表
の

ω

第
三
淡
の
問

終
戦
以
降
に
お
け
る
都
市
大
銀
行
の
オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ン
の
状
況

第
三
表
の
悶

終
戦
以
降
に
お
け
る
地
方
銀
行
の
オ
ー
バ

ー
ロ
ー
ン
の
状
況

第
三
章

オ
ー
バ

ー
ロ
ー
ン
の
発
生
原
因

第

一
一節

明
治
年
代
に
お
け
る
オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ン
の
発
生
原
因

終
戦
後
に
お
け
る
オ
』
パ

I
ロ
F

ン
の
発
生
原
因

第
三
飾

第
四
草

オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ン
の
評
価



第
五
・
挙

第

一
節

第
二
節

オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ン
の
解
消
過
程

明
治
年
代
に
お
け
る
オ
ー
バ

ー
ロ
ー
ン
の
解
消
過
程

最
近
に
お
け
る
オ
ー
バ

ー
ロ
ー

ン
の
解
消
対
策

第

一
章第

一
一
節
オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ン
の
定
義

現
在

一
般
に
オ
ー
バ

ー
ロ
ー

ン
と
称
す
る
場
合
に
は
、
市
中
銀
行
の
貸
出
が
預
金
を
超
過
す

る
こ
と
を
指
し
て
い
る
が
、

こ
れ
は
オ
ー

バ
ー
ロ
ー
ン
の
最
も

プ
リ
ミ
テ
イ
ヴ
な
定
義
で
あ

る
。
貸
出
が
預
金
を
超
過
し
て
い
て
も
払
込
資
本
金
積
立
金
等
の
自
己
資
本
に
よ
っ
て
カ
ヴ

ァ
ー
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
特
に
オ
ー
バ
ー
ロ

ー
ン
と
し
て

取
り
上
げ
る
必
要
は
な

い
。
従
っ
て
よ
り
精
密
に
定
義
す
る
な
ら
ば
、
オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ン
と
は
市
中
銀
行
の
貸
出
が
預

金
を
超
過
し
、
し
か
も
そ
の
差
額
を
自
己
資
本
に
よ
っ
て
カ
ヴ
ア
l
し
き
れ
ず
、
中
央
銀
行
か

ら
の
借
入
金
に
常
時
依
存
す
る
こ
と
を
意
味
す
べ
き
で
あ
る
。

然
し
乍
ら
と
の
椋
に
中
央
銀
行
か
ら
の
借
入
金
に
対
す
る
恒
常
的
依
存
を
オ
ー
バ
ー
ロ

ー
ン

の
概
念
に
と
っ
て
不
可
欠
の
構
成
要
素
と
し
て
掲
げ
る
と
な
る
と
、
預
金
並
に
自
己
資
本
に
対

比
す
べ
き
も
の
と
し
て
貸
出
の
み
を
摘
出
す
る
の
は
不
充
分
で
あ
っ
て
、
有
価
証
券
等
を
も
含

め
た
企
運
用
資
産
を
問
題
と
せ
ざ
る
を
得
な
い。

も
と
よ
り
貸
出
と
有
価
証
券
と
で
は
そ
の
流

動
性
の
点
に
於
て
差
異
が
あ
る
こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
然
し
中
央
銀
行
か
ら
常

時
貸
出
を
仰
い
で
有
価
証
券
を
保
有
し
て
い
る
な
ら
ば
、
い
か
に
貸
出
が
紗
い
場
合
で
も
そ
れ

は
や
は
り
オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ン
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

従
っ
て
最
も
正
確
な

オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ン
の
定
抑
制
は
、
市
中
銀
行
の
全
迎
用
資
産
が
預
金
(
般
券
並
に
中
央
銀
行
以
外

か
ら
の
借
入
金
を
含
め
た
広
い
意
義
)
と
自
己
資
本
の
合
計
を
超
過
し
、
そ
の
差
額
を
中
央
銀

行
か
ら
の
借
入
金
に
よ
っ
て
常
時
カ
ヴ
ア
ー
す
る
こ
と
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

但
し
中
央
銀
行
か
ら
の
借
入
金
に
依
存
す
る
と
と
に
重
点
を
お
〈
の
は
、
決
し
て
所
調
信
用

創
造
の
問
題
に
全
面
的
に
タ
ッ
チ
し
よ
う
と
い
う
趣
旨
で
は
な
い
。
も
し
問
題
を
一
般
的
な
信

用
創
造
に
迄
拡
大
す
る
な
ら
ば
、
銀
行
預
金
の
中
本
源
的
泊
金
で
な
い
も
の
ま
で
算
附
し
て
こ

序

5見

れ
を
中
央
銀
行
か
ら
の
借
入
金
に
加
算
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
ぐ
な
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
こ
L

で
は
信
用
創
造
の
中
純
然
た
る
預
金
通
貨
に
関
す
る
部
分
に
は
ふ
れ
な
い
こ
と
と
し
、
現
金
通

我

岡

市

中

銀

行

の

オ

ー

バ

ー

ロ

ー

ン

に

付

て

貨
に
関
す
る
部
分
に
付
て
の
み
考
察
す
る
に
止
め
る
。

第
二
節

オ

ー

バ

ー
ロ
ー
ン
の
測
定
方
法

右
に
述
べ
た
オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ン
の
定
義
か
ら
す
れ
ば
、
オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ン

の
度
合
は
市
中
銀

行
の
使
用
総
資
金
即
ち
自
己
資
本
預
金
借
入
金
銀
行
券
の
合
割
中
に
於
て
、
中
央
銀
行
か
ら
の

借
入
金
が
ど
の
程
度
の
比
重
を
占
め
る
か
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
測
定
す
る
こ
と
が
一
番
正
し

い
方
法
で
あ
る
。

然
し
こ
れ
だ
け
で
は
、
現
夜
俗
に
オ
ー
バ
ー

ロ
ー
ン
と
称
す
る
場
合
、
市
中
銀
行
の
貸
出
と

預
金
と
の
比
率
か
ら
出
発
し
て
い
る
実
状
と
あ
ま
り
に
も
離
れ
す
よ
c
る
の
で
、
先
づ
形
式
的
に

貸
出
と
預
金
と
を
対
比
し
、
次
に
貸
出
の
預
金
プ
ラ
ス
自
己
資
本
の
金
額
に
対
す
る
比
率
を
算

出
し
、
こ
れ
を
以
て
オ
ー
バ
ー
ロ

ー
ン
の
度
合
を
計
る
別
述
の
方
法
と
便
宜
み
な
す
こ
と
と
す

る。
か
〈
て
以
下
に
お
い
て
は
市
中
銀
行
の
オ
ー
バ
ー
ロ

ー
ン
の
度
合
を
測
定
す
る
方
法
と
し
て

ω単
純
に
貸
出
と
預
金
と
を
対
比
し
前
者
の
後
者
に
対
す
る
比
率
が
一

O
O
%を
超
え
る
場
合

オ
ー
バ

ー
ロ
ー
ン
と
考
え
る
こ
と
間
貸
出
〈
色
々
の
調
整
を
加
え
る
)
と
預
金
プ
ラ
ス
自
己
資

本
の
金
額
〈
色
々
の
調
整
を
加
え
る
)
と
を
対
比
し
前
者
の
後
者
に
対
す
る
比
率
が
一

oovmを

超
え
る
場
合
オ
ー
バ

ー
ロ

ー
ン
と
考
え
る
こ
と
問
中
央
銀
行
か
ら
の
借
入
金
プ
ラ
ス
自
ら
の
発

行
す
る
銀
行
券
の
金
額
と
使
用
総
資
金
と
-K対
比
し
前
者
の
後
者
に
対
す
る
比
率
が
高
い
場
合

(
最
低
一

O
箔
〉
オ
ー
バ
ー

ロ
ー
ン
と
考
え
る
と
と
の
三
者
を
併
用
す
る
こ
と
と
す
る。

尚
と
の
外
オ
ー
バ

ー
ロ
ー
ン
の
度
合
を
測
定
す
る
方
法
と
し
て
は
、
一
定
期
間
内
に
お
け
る

預
金
と
貸
出
と
に
村
き
そ
れ
ぞ
れ
増
加
率
会
比
較
す
る
こ
と
と
か
、
裁
は
又
銀
行
の
損
益
計
算

中
に
お
け
る
借
入
金
利
子
の
支
払
額
と
預
金
利
子
の
支
払
矧
と
を
対
比
す
る
と
と
と
か
、
色
々

考
え
ら
れ
る
が
、
資
料
作
成
上
あ
ま
り
に
も
被
雑
と
な
る
の
で
、
こ
L

で
は
上
記
の
一
}一
者
に
限

定
す
る
こ
と
と
し
た
。

第
二
傘

オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ン
の
状
況

第
一
節
明
治
年
代
に
お
け
る
全
国
国
立
銀
行
の
オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ン
の
状
況

我
固
に
於
け
る
近
代
的
な
銀
行
制
度
の
始
ま
り
は
、
明
治
五
年
制
定
の
国
立
銀
行
条
例
に
基

き
明
治
六
年
以
降
設
立
を
み
た
国
立
銀
行
で
あ
る
と
云
っ
て
差
支
え
な
い
。

即
ち
そ
の
営
業
と

八
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説
〈
そ
の
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金

融

し
て
認
め
ら
れ
た
範
囲
は
預
金
為
替
貸
出
有
価
証
券
保
有
等
、
現
在
の
普
通
銀
行
と
異
る
所
は

な
い
が
、
封
建
制
度
の
解
体
に
伴
っ
て
政
府
が
交
付
の
形
式
に
よ
り
発
行
し
た
公
債
を
現
物
出

資
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
、
こ

の
現
物
出
資
さ
れ
た
公
債
を
抵
当
と
し
て
銀
行
券
発
行

の
権
利
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
、
銀
行
券
の
外
に
続
出
手
形
の
制
度
を
認
め
ら
れ
た
こ
と
等
が
、

現
在
の
瞥
通
銀
行
に
は
み
ら
れ
な
い
特
色
で
あ
る
。
尚
国
立
銀
行
と
云
う
と
政
府
が
白
ら
設
立

し
た
凶
有
国
時
間
の
単
一
銀
行
と
考
え
ら
れ
易
い
が
、
そ
れ
は
米
国
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
パ
ン
ク
を
直

訳
し
た
結
果
芯
起
さ
れ
る
誤
解
で
あ
っ
て
、
実
際
は
国
法
に
準
拠
し
て
股
立
を
掠
め
ら
れ
る
普

通
銀
行
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
数
も
最
高
百
五
十
三
行
に
上
っ
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
明
治

十
五
年
日
本
銀
行
の
設
立
を
み
る
と
共
に
、
銀
行
券
の
発
行
は
日
本
銀
行
に
集
中
せ
ら
れ
る
こ

と
と
な
り
、
国
立
銀
行
は
開
業
許
可
の
時
よ
り
二
十
ヶ
年
以
内
に
既
発
行
の
銀
行
券
を
消
却
し

て
純
然
た
る
普
通
銀
行
に
転
換
す
る
と
い
う
方
針
が
定
め
ら
れ
た
。
従
っ
て
国
立
銀
行
が
存
続

し
た
時
代
は
明
治
六
年
か
ら
明
治
三
十
二
年
ま
で
で
あ
っ
て
、
し
か
も
日
本
銀
行
設
立
後
は
漸

決
銀
行
券
を
消
却
し
預
金
の
増
加
に
力
を
注
い
だ
の
で
あ
っ
た
。
然
し
乍
ら
何
分
預
金
の
吸
収

は
光
分
で
な
く
、
そ
こ
で
届
立
銀
行
は
従
前
の
貸
出
の
規
棋
を
維
持
す
る
た
め
に
は
既
発
行
の

銀
行
券
の
消
却
分
だ
け
日
本
銀
行
か
ら
の
借
入
金
に
振
替
え
、
又
新
規
に
貸
出
の
規
模
を
増
加

さ
せ
る
た
め
に
も
、
預
金
の
増
加
で
不
足
す
る
部
分
は
積
極
的
に
日
木
銀
行
か
ら
の
借
入
金
を

増
加
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
以
上
の
よ
う
な
訳
で
国
立
銀
行
が
そ
の
存
統
則
聞
を
通

じ
て
終
始
強
度
の
オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ン
の
状
態
を
継
続
し
た
の
は
あ
や
し
む
に
足
り
な
い
の
で
あ

る
治
の
械
な
状
況
を
具
体
的
計
数
に
よ
り
説
明
す
る
と
(
第
一
表
参
照
)
、
先
づ
形
式
的
に
預
金

と
貸
出
と
を
対
比
す
れ
ば
、
終
始
一
覧
国
立
銀
行
の
貸
出
は
は
る
か
に
預
金
を
上
廻
っ
て
い

る
(オ
ー
バ
ー
ロ
『
ン
の
度
合
付
)
。

次
に
預
金
に
自
己
資
木
を
加
算
し
、
こ
れ
を
貸
出
と
比
較
し
て
み
る
と
、

二
、
一}
一の
例
外
的

時
則
を
除
き
貸
出
は
預
金
と
自
己
資
本
の
合
計
を
常
に
上
廻
っ
て
い
る
が
、
貸
出
の
預
金
と
自

己
資
木
の
合
計
に
対
す
る
比
率
は
明
治
十
年
代
に
於
て
著
し
〈
高
く
、
明
治
二
十
年
代
に
入
っ

て
漸
減
の
跡
を
示
し
て
い
る
〈
オ
ー
バ
ー
ロ

ー
ン
の
度
合
同
)
。
尚
国
立
銀
行
の
預
金
自
己
資
本

・
乞
計
亦
す
る
場
合
、
誌
な
を
要
す
る
点
が
ご
つ
あ
る
。

一
つ
は
表
面
上
の
払
込
資
木
金
か
ら
鍬

二
八
二

行
券
の
抵
当
公
債
を
差
引
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
抵
当
公
償
は
現
物
出
資

と
し
て
提
供
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
純
然
た
る
投
資
と
は
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
第

二
は
預
金
か
ら
振
出
手
形
を
差
引
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
振
出
手
形
と
は
、
銀
行
が
現

金
の
入
金
を
引
当
と
し
て
或
は
貸
出
の
振
替
に
代
え
て
振
出
し
た
手
形
で
あ
っ
て
、
民
間
に

転
々
流
通
す
る
と
と
銀
行
券
の
如
く
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
従
っ
て
寧
ろ
銀
行
券
に
加
算
さ
れ

る
と
と
が
妥
当
な
性
質
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

最
後
に
自
己
資
木
預
盆
に
日
銀
借
入
金
先
行
銀
行
券
掻
出
手
形
を
加
算
し
た
銀
行
の
使
用
総

資
金
に
対
す
る
日
銀
借
入
金
発
行
銀
行
券
振
出
手
形
の
小
計
の
比
率
を
み
る
と
、
明
治
十
年
六

一
%
に
及
ん
で
お
り
、
前
後
年
々
減
少
し
て
ゆ
〈
が
明
治
=
十
九
年
に
於
て
す
ら
ご
七
%
を
示

し
て
い
る
(
オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ン
の
度
合
同
)
。
銀
行
の
使
用
総
資
金
に
対
比
す
べ
き
も
の
と
し
て

日
銀
借
入
金
の
外
発
行
銀
行
券
を
加
え
る
の
は
、
そ
れ
が
現
金
通
貨
と
し
て
創
出
さ
れ
た
も
の

で
あ
り
、
且
つ
既
発
行
銀
行
券
を
消
却
す
る
た
め
日
本
銀
行
か
ら
借
入
を
仰
ぐ
等
代
替
関
係
が

あ
ま
り
に
も
明
確
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

釦
ニ
節

明
治
二
十
六
年
以
降
終
戦
迄
の
全
国
普
通
銀
行
の
オ
ー
バ
ー

ロ
ー
ン
の
状
況

国
立
銀
行
の
存
続
し
た
明
治
三
十
二
年
迄
は
、
我
閣
の
市
中
銀
行
の
主
要
な
も
の
は
国
立
銀

行
で
あ
っ
た
と
云
っ
て
よ
い
。
然
し
国
立
銀
行
の
設
立
は
政
府
の
予
定
し
た
数
に
達
す
る
や
爾

後
認
可
せ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
明
治
十
一
年
以
降
国
立
銀
行
条
例
に
準
拠
す
る
こ
と
な
く
し

て
事
実
上
銀
行
業
務
を
営
む
も
の
が
噌
加
し
た
。
而
し
て
明
治
二
十
年
迄
は
こ
れ
を
規
蝶
す
べ

き
何
等
の
法
規
も
な
〈
、
従
っ
て
今
日
に
於
て
は
行
政
資
木
金
の
概
数
が
分
明
す
る
だ
け
で
、

預
金
貸
出
の
計
数
は
不
明
で
あ
る
。
尚
明
治
二
十
一
年
以
降
大
蔵
省
に
於
て
主
要
勘
定
の
計
数

を
徴
求
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
何
分
正
式
の
法
規
に
よ
る
も
の
で
な
い
だ
け
に
、
そ
の
計
数

に
付
て
は
断
片
的
な
資
料
し
か
残
っ
て
い
な
い
。
然
る
に
明
治
二
十
六
年
商
法
の
施
行
に
伴
っ

て
、
銀
行
条
例
並
に
貯
蓄
銀
行
条
例
の
施
行
を
見
る
に
至
っ
た
た
め
、
こ
の
時
以
隣
国
立
銀
行

に
非
ぎ
る
私
立
銀
行
を
普
通
銀
行
貯
蓄
銀
行
に
明
確
に
区
別
し
、
主
要
勘
定
の
計
数
を
連
続
し

て
取
り
そ
る
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。

よ
っ
て
以
下
に
於
て
は
、
日
本
銀
行
に
最
も
関
係

の
深
い
普
通
銀
行
の
預
金
貸
出
借
入
金
等
の
状
況
を
、
明
治
=
十
六
年
以
降
終
戦
迄
の
朋
聞
に



一
回
一
り
検
討
し
て
み
よ
う
。
尚
前
記
の
よ
う
に
国
立
銀
行
は
明
治
三
十
二
年
迄
に
全
部
消
滅
し
、

そ
の
殆
ん
ど
全
部
は
普
通
銀
行
に
転
化
し
た
か
ら
、
明
治
二
十
九
年
以
降
の
普
通
銀
行
勘
定
に

は
従
前
の
国
立
銀
行
の
勘
定
を
含
ん
で
い
る
こ
と
を
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

今
第
二
表
に
よ
っ
て
先
づ
預
金
と
貸
出
の
み
を
形
式
的
に
対
比
し
て
み
る
と
、
普
通
銀
行
も

明
治
二
十
六
年
以
降
大
正
四
年
迄
貸
出
は
積
金
を
超
過
し
て
い
る
。
大
正
五
年
始
め
て
預
金
が

貸
出
を
超
過
す
る
に
至
っ
た
が
、
大
正
九
年
と
、
大
正
十
一

年
か
ら
昭
和
元
年
迄
は
、
再
び
貸

出
が
預
金
を
超
過
し
て
い
る
。
然
し
昭
和
二
年
以
降
預
金
は
貸
出
を
超
過
し
、
昭
和
七
年
以
降

そ
の
度
合
は
糊
.
次
高
く
な
っ
て
い
る
(
オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ン
の
度
合
ハ
ロ
。
即
ち
預
金
と
貸
出
の
み

を
対
比
す
れ
ば
、
我
国
の
普
通
銀
行
の
預
金
が
貸
出
を
確
定
的
に
上
廻
る
に
至
っ
た
の
は
昭
和

二
年
以
後
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
迄
は
貸
出
が
預
金
を
上
廻
る
こ
と
の
方
が
寧
ろ
常
態
で
あ
っ

た
。
昭
和
二
年
以
降
預
金
が
貸
出
合
確
定
的
に
上
廻
る
に
至
っ
た
の
は
、
金
融
大
恐
慌
の
勃
発

に
ヰ
り
普
通
銀
行
の
集
中
が
促
進
さ
れ
し
か
も
確
実
な
融
資
先
が
限
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
た
め

で
あ
り
、
特
に
昭
和
七
年
以
降
貸
出
の
預
金
に
対
す
る
比
率
が
激
減
し
た
の
は
赤
字
公
債
の
半

強
制
的
消
化
に
普
通
銀
行
の
資
金
が
動
員
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。

次
に
預
金
に
自
己
資
本
を
加
算
し
そ
れ
を
貸
出
と
比
較
し
て
み
る
と
、
明
治
二
十
六
年
以
降

終
戦
迄
終
始
一
貫
貸
出
は
預
金
と
自
己
資
本
の
合
計
に
及
ば
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
オ
ー
バ
ー

ロ
ー
ン
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
(
オ
ー
バ
ー
ロ

ー
ン
の
度
合
同
)
。
換
言
す
れ
ば
明
治
大
正
を

通
じ
て
預
金
に
対
す
る
自
己
資
本
の
此
率
が
意
外
に
高
か
っ
た
の
で
あ
る
。
貸
出
の
預
金
自
己

資
本
の
小
計
に
対
す
る
比
率
は
、
国
立
銀
行
の
普
通
銀
行
へ
の
転
化
が
完
了
し
た
明
治
三
十
二

年
頃
は
九
一二
%
に
達
し
て
い
る
が
、
そ
の
後
漸
落
し
明
治
末
年
に
は
八
三
%
に
な
っ
た
。
大
正

年
代
は
略
々
明
治
末
年
の
状
態
を
そ
の
ま
L
引
継
い
で
い
る
が
、
昭
和
ご
年
以
降
急
落
し
昭
和

六
年
に
は
六
六
銘
と
な
り
、
更
に
昭
和
十
七
年
に
は
四
七
銘
に
迄
下
っ
て
い
る
。
昭
和
十
八
年

以
降
は
都
市
融
資
の
膨
脹
に
伴
い
五
O
%
台
に
上
っ
て
い
る
。
尚
普
通
銀
行
の
預
金
自
己
資
本

を
計
算
す
る
際
に
は
、
国
立
銀
行
の
場
合
の
よ
う
に
払
込
資
本
金
か
ら
抵
当
公
債
を
差
引
〈
こ

と
は
必
要
で
な
い
。
又
預
金
中
に
は
若
干
の
振
出
手
形
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
殆
ん

E

問
題
と
す
る
に
足
り
な
い
少
額
で
あ
る
か
ら
無
視
し
て
差
支
な
い
。

最
後
に
自
己
資
本
預
金
に
日
銀
借
入
金
を
加
算
し
た
銀
行
の
使
用
総
資
金
に
対
す
る
日
銀
借

我
国
市
中
銀
行
の
オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ン
に
付
て

入
金
の
比
率
を
み
る
と
、
明
治
三
十
二
年
に
は
国
立
銀
行
の
普
、
通
銀
行
へ
の
転
化
の
関
係
で

一

五
%
と
や
L
高
い
が
、
明
治
=
一十
四
年
以
降
減
少
し
、
明
治
四
十
四
年
に
は
阻
銘
に
下
り
、
大

正
昭
和
年
代
も
引
続
ざ
こ
の
水
準
を
維
持
し
て
い
る
。
只
昭
和
十
八
年
以
降
は
一

五
銘
と
急
上

昇
を
示
し
て
い
る
ハ
オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ン
の
度
合
同
)
。
要
す
る
に
普
通
銀
行
の
オ
ー
バ
ー
ロ

ー
ン

は
既
に
明
治
三
十
年
代
の
終
頃
か
ら
漸
次
解
消
し
て
い
る
と
考
え
て
差
支
な
い
。

第
三
節
終
戦
以
降
最
近
に
至
る
全
国
銀
行
の
オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ン
の
状
況

終
戦
後
の
全
国
銀
行
勘
定
に
は
、
従
来
か
ら
の
普
通
銀
行
の
外
に
、
旧
特
別
銀
行
三
行
(
興

銀
勧
銀
北
拓
〉
と
信
託
銀
行
の
銀
行
勘
定
を
含
み
、
更
に
旧
来
の
貯
蓄
銀
行
の
勘
定
も
す
べ
て

継
氷
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
旧
特
別
銀
行
、
旧
信
託
会
社
、
旧
貯
蓄
銀
行
の
す
べ
て
が
現
在
で

は
普
通
銀
行
に
転
化
し
て
お
り
、

日
本
銀
行
と
の
関
係
も
相
当
密
接
で
あ
っ
て
従
前
か
ら
の
普

通
銀
行
と
特
に
差
別
を
つ
け
る
必
要
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
現
在
に
於
て
は
明
治
以
来
の

国
立
銀
行
私
立
銀
行
(
普
通
銀
行
と
貯
蓄
銀
行
)
信
託
会
社
特
別
銀
行
は
原
則
と
し
て
す
べ
て
普

通
銀
行
に
プ
ー
ル
さ
れ
て
し
ま
っ
た
訳
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
全
国
銀
行
勘
定
は
今
日
銀
行
と

呼
ば
れ
る
も
の
の
殆
ん
ど
す
べ
て
を
含
ん
で
お
り
、
こ
れ
に
入
ら
な
い
も
の
は
終
戦
後
新
た
に

設
立
さ
れ
た
日
本
輸
出
銀
行
、
日
本
開
発
銀
行
だ
け
で
あ
る
。
尚
復
興
金
融
金
庫
そ
の
他
の
金

庫
が
全
国
銀
行
勘
定
に
入
っ
て
い
な
い
こ
と
も
、
当
然
の
こ
と
乍
ら
留
意
を
要
す
る
。

今
第
三
表
の

ωに
よ
っ
て
先
づ
預
金
と
貸
出
の
み
を
形
式
的
に
対
比
し
て
み
る
と
、
昭
和
二

十

一
年
十
二
月
の
例
外
を
除
き
、
終
戦
以
降
ず
っ
と
預
金
は
貸
出
を
上
廻
っ
て
お
り
、
貸
出
が

預
金
を
上
姻
る
に
至
っ
た
の
は
、
比
較
的
新
し
く
昭
和
二
十
六
年
八
月
以
降
の
こ
と
に
過
ぎ
な

い
(
オ
ー
バ
ー
ロ

ー
ン
の

4

度
合
付
)
。
貸
出
の
預
金
に
対
す
る
比
率
は
昭
和
二
十
六
年
十
二
月
末

に
お
い
て

一
O

一
%
で
あ
っ
て
、
最
近
の
ど
l
ク
は
十
月
末
の
一
O
六
銘
で
あ
る
。

次
に
預
主
に
債
券
自
己
資
本
を
加
算
し
こ
れ
か
ら
現
金
勘
定
中
の
切
手
手
形
を
差
引
い
た
金

額
と
、
貸
出
に
外
国
為
替
勘
定
(
マ
ー
ジ
ン
引
当
分
を
差
引
い
た
も
の
〉
を
合
算
し
た
金
額
と
を

対
比
し
て
み
る
と
、
後
者
が
前
者
を
よ
娼
る
に
至
っ
た
の
は
昭
和
三
十
五
年
九
月
以
降
で
あ
る

(
オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ン
の
度
合
同
〉
。
後
者
の
前
者
に
対
す
る
比
率
は
昭
和
二
十
六
年
十
二
月
末

一

O
八
路
で
あ
っ
て
、
最
近
の
ピ
ー
ク
は
昭
和
三
十
六
年
八
月
末
の
一
一
回
路
で
あ
る
。
形
式
的

K
預
金
と
貸
出
と
、
ug
対
比
し
た
場
合
に
比
し
オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ン
の
始
期
は
十

一
ヶ
月
程
早
く
な

-
一
八
三
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(匙) (1) j属当公&11ま明治6~より 8'jl.迄lま突価不明に付額面によったが9年以降1'1突仰によった。

(2) 預金11公金預金と民間預金の合計をとったが明治6年~1l年聞は公金預金の残高不鮮に付き使立民間預金のみをとった。

(3) 貸出のうち制引手形及び干iIi.1.毒殺手形については年末残高不明の為、便宜年f，"r]I'/I!'.}I il\'iに、明治81~85年聞に於ける普通銀行の年末
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(5) 日銀伶入金l立国立銀行の借入金勘定を便宜そのま ~t重県l したが突際は百鍛以外からの借入金を含む一方日銀からの借入金でj使務



普通銀行のオーパ ーロ ーンの状況
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(第三表)の(1) 終 戦以降における全国銀行

-- 自己資本及び預金俄持 [A] I 貸 出 [B]

竺 l年月末 |ー-一一一←・一 一一一一一一一一一一|

i l--12本預ibfI?(ごと降!空と+(伽(c)ーω|貸(e)出laEPRl(e)でどi

詳1'173弘121 捌 11捌 1捌弱| 調 I9樹|門|調

の
オ

21. 6 

12 

22. 6 

12 

23. 6 

12 

24. 6 

12 

25. 1 

2 

3 

4 

5 

6 

マ

8 

9 

10 

11 

12 

26. 1 

2 

3 

2，667 

2，666 

2，616 

2，630 

141，116 

144，869 

154，8的

234，376 

292，541 

505，349 

582，533 

792，018 

769，701 

13，661 

14，020 

14，156 

14，940 

9，232 

8，マ85

12，111 

22，918 

23，911 

24，952 

25，927 
2マ，690

28，712 

31，619 

35，557 
38，083 

40，249 

42，377 

45，030 

58，838 

fiR，052 

59，156 

64，942 

68，857 

マ2，334
75，399 

78，489 

81，496 
81，404 

87，9401 

91，318! 

94，8マ21

2，515 

7，355 

7，660 

16，18マ

25，マ04

53，9821 

65，768i 
99，167 

86，549 
87，617 

141，263 
96，928 

102，368 

1凹，4.86

1∞，-191 

105，050 

158，025 

113，851 
120，286 

142，158 

126，9RR 

137，852 

20民167

157，165 
167，251 

189，{)24 

164刀21

149，993 

166，606 
124，544 

132，448 

163，855 

卿

抑

制

閣

制

鰯

般

国

側

開

制

例

制

加

抑

制

問

揃

組

組

民

民

間

叫

明

川

町

官

同

組

判

官

町

R

W

A
同
仏
，

L

a
z
t
M町
民

川

町

1
a

1

1

1

2

2

4

5

7

m

u

切

符

刊

m印
刷

叫

剖

8

8

9

9

0
4
i
 

112，831 

146，406 

121，963 

168，243 

212，663 
381，348 

459，153 

679，052 

679，131 

706，459 

マ15，810
769，029 

マ77，130

795，576 

816，159 

854，370 

877，907 

897，479 
932，489 

994，マ4.~

1，038，1671 989，926 

1，071，2部，11，019，510 

1，107，5901 1，064，13'7 

1，148，1301 1，101，622 

1，188，1821 1，150，635 

1，204，5271 1，212，712 

1，250，8021 1，264，511 

1，272，7021 1，322，439 

1，329，5661 1，383，039 

1，344，5471 1，417，097 

1，406，7601 1，450，717 

1，490，20マ11，51ワ，813

112，831 
146，406 

121，963 

168，243 

212，663 

381，348 

459，153 

679，052 

679，131 

-1 706，459 

- マ45，840
-1 769，029 

-1 777，130 

-1 795，576 

-1 816，159 

854，370 

5，3851 鎚3，292;

8，1591 905，638 
14，2171 946，706 

29，1061 1，023，852 

71，8431 1，061，769 

101，728J 1，121，238 

128，0201 1，192，157 

149，2291 1，250，851; 

16仏554!1，311，189 

151，7081 1，364，420 

142，9111 1，407，422 

125，1331 1，447，572 

109，3061 1，492，345 

9弘1481 1，5U9，245 

87，6切11，538，お4i

97，マ581 1，615，5'ワ11

ノ《

ロ

ン
に
付
て

八

九

1，587 

15，796 

17，056 

19，374 

19，375 

4
品

b

'h
u

19，3751 774，137 

19，4651 876，308 

20，8321 839，480 

23，9201 848，990 

24，626j 部8，498

24，6361 887，980 

33，75到 899，171

36，16到 964，212

36，85叫 938，969

38，16町 1，004，517

38，08叫 1，04.8，564

::l8，1o叫 1，0マ九891

38，4241 1，111，560 

38，6231 1，211，192 

39，9671 1，196，471 

42，37引 1，240，722

42，5871 1，275，565 

44，33剖 1，292，701

46，22司 1，294，977

18，18剖 1，363，586

49，8671 1，331，284 

52，7691 1，395，121 

52，88到 1，506，308

(位) (1) 会図銀行と してはl日特別銀行、都市大銀行、 地方銀行、 個ilua行の銀行勘定の合引をとり各羽金剛[ll~に日;本輸出銀行、日本開発

包)現金勘定中切手手形r::'付τ li昭和2U手12月以前は不191のたA!>I昭和23~f!4月一6月における切手手形の現金助主主に対する比率の平

(3) 外国為替勘定中には日銭外貨貸付関係以外のものが若干含まれている。但し外貨貸付中マージ Y'31当分相当額は 控除されてい

6

7

8

9

0

1

2

 

-A
ぜ
よ

吋

i



行のオーバーロ ー ンの状況

ーーー
オーパー

オーバーローンの度 オーバーロ ーンの度
追加信用 [C] ローンの

合付 合同
度合同 年月末

金( b ) ー (0額~I 比ヰて(Ee〉Y 金tAJ- [B~j額 1i 比率5[B33 金旦銀借(g入~ I外勘定国為(f替31Cg)十(f)EAC ]+C3 〔C]

4下f，3778P11 8百，7万1円7 
% 25百，8万0円1 irrJ1門 25百，8万0円1 

96昭和
94 一 29 20.12 

3，696 95 3，221 96 20，093 一 20，093 21 21. 6 

... 13，961 119 企 16，918 124 26，517 26，517 28 12 

11，325 86 マ，359 90 23，427 23，427 24 22. (3 

29，417 76 19，483 83 18，278 一 18，278 14 12 

37，マ29 マ6 18，925 86 26，439 26，439 17 23. 6 

マ4，925 マ5 39，406 85 38，030 38，030 13 12 

78，705 ママ 33，931 89 43，801 43，801 13 24. 6 

マ9，003 83 マ，84s 98 59，818 一 13 12 

63，421 86 2，084 99 60，571 一 60 13 25. 1 

47，561 90 企 14，377 104 74，267 一 74 16 2 

部，928 83 " 14，0マ9 103 マ2，940 マ2 15 3 

47，209 90 。22，048 105 83，365 一 83，365 16 4 

49，874 90 。21，968 106 86，353 86，353 17 5 

49，935 90 企 27，369 106 85，マ32 85，732 17 6| 

49，371 90 。21，797 105 74，379 一 74，379 15 7・

40，6マ9 92 ゐ 26，774 106 釘，852 一 87，852 16 8 

マ1，34ワ 8マ 。41，298 109 96，665 5，238 101，903 18 9 

48，896 91 " 32，ss2 107 87，051 マ，962 95，013 16 10 

63，628 89 企 27，738 105 76，707 13，398 90，105 15 

61，179 90 '" 61，128 117 95，040 27，353 122，393 19 12 

81，596 87 。マ2，104 113 68，08マ 69，906 13マ，993 20 

88，028 87 '" 95，966 117 67，862 91，538 159，400 22 

12マ，802 82 '" 126，898 122 80，022 115，972 195，994 25 

88，859 87 '" 154，963 126 83，662 135，873 219，535 27 

96，131 87 .1>.163，125 126 93，831 146，148 239，979 28 

77，814 90 企 190，126 134 126，550 138，525 265，075 30 6 

37，039 95 .1>. 202，905 132 144，155 129，s50 273，805 30 7 
a 5マG 100 。209，366 132 170，568 112，G45 283，213 30 8 

4‘ 2，446 100 。2∞，242 129 179，564 97，734 277，298 29 9 

。4マ，262 106 ...198，928 129 172，5釘 80，18~ 252，713 27 10 

企 36，331 105 ..184，548 126 マ6，310 244，360 25 11 

盆包h 323 101 ^ 181，820 121 165，2 部，748
i

250，953 25 12 

~A 

面開

説

〈
そ
の

、-'

金

融

ブL
O 



(第三表〉の(2) 終戦以降における都市大銀

我
田
市
中
銀
行
の
オ

ー一一

自己 資本及び預金債券 [AJ 貸 出 [BJ
年月末

向己(a資〉本 I預(b)金 I債(c)券 1現切金7勘47定形中!川+(cト 貸(c什益軒!<e) + < f) 

昭和 1百，万円 64百.万円 百万円。 1百，6万8円4 6百3，4万6肉9 59百，7芳5円2 
百万円

59百，マ万5円2 20.12 020 ，133 

21. 6 1，025 74，134 。 1，500 73，6159 70，438 マ0，438
12 1，023 72，127 。 3，980 69，1マ0 86，088 86，088 

22. 6 1，333 マ9，3倒 。 5，299 75，398 68，039 一 68，039 
12 1，335 122，42E 。 11，269 112，492 93，009 93，009 

23. 6 マ50 151，518 。 19，554 132，714 113，789 113，789 

12 9，408 295，706 。 44，927 260，187 220，781 220，781 

24. 6 10，079 340，106 C 54，853 295，332 261，401 一 261，401 

12 11，199 470，434 C 82，356 399，2'77 391，431 391，431 

25. 1 11，199 155，378 C 72，536 394，041 391，957 391，957 
2 11，199 457，6部 。 73，127 395，760 410，13マ 410，137 
3 11，199 519，445 。112，206 418，~8 432，517 432，51マ
4 11，199 495，3ぴ7 。 80，4561 . 426，050 448，098 448，0981 

5 12，014 500，494 。 83，856 428，652 450，620 450，6201 

6 11，990 506，854 。 89，294 429，550 456，919 456，9191 

マ 11，990 513，848 。 83 ，15~ 442，680 464，4ママ 464，477 
8 18，988 525，328 。 86，441 457，875 484，649 484，649 
9 20，054 569，035 。127，461 461，628 497，688 5，238 502，926 

10 20，054 555，220 。 93，650 481，624 506，324 マ，962 514，286 

11 21，063 587，989 。 99，031 510，021 524，361 13，398 53ワ，，マO5部9 
12 21，041 619，914 。115，995 524，960 558，マ35 27，353 58s 

26. 1 21，041 633，922 。104，835 550，128 552，326 69，906 622，232 
2 21，040 656，573 釘3 113，769 564，117 568，545 91，詔8 660，083 

8 21，039 717，M2! 1，000 160，マ6マ 5マ8，814 589;マ40 115，972 マ05，712
4 21，039 703，058 1，000 129，988 595，109 614，199 135，873 750，07~ 

5 22，771 740，987 1，000 136，879 627.879 644，856 146，148 791，0041 
6 22，74~ 758，876 1，000 153，161 629，461 681，062 138，525 819，587 

マ 22，744 マ50，404 1，000 134，038 640，110 713，366 129，650 843，01~ 

8 24，071 752，428 1，000 121，216 656，283 753，004 112，645 865，649 
9 25，655 マ92，ぴ72 1，000 126グ17 692，010 ワ94，51S 97，734 892，252 

10 25，651i 764，05~ 1，000 98，135 692，578 811，320 80，186 891，506 

11 27，85マ 790，173 1，000 100，764 . 718，266 826，504 76，310 902，814 

12 27，856 855，8マ3 1，000 124，605 760，t24 85G，196 85，マ48 941，944 

ノ〈

ロ

ン
に

付

て

九

ct.t:) 都市大銀行とは十一大銀行をいう。改組、名称~~等のあったものについてもその前必を含む。
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ロ
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自
己

資
本

及
び

預
金

[A
J

オ
ー
ノ

f
ー
ロ
ー

貸
出

度
合
(
→

度
合

同
日

銀
借

入
金

ン
の

度
合

同
年

月
末

自
己

資
本
I
預

金
I現切金手(勘c手〉定形中

I
(
吋
十

(b)-(C)
金

額
[B

J
金

額
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B
J
 

[
C
J
 

ιi 
年

月
末

[B
J

 
[
C
J
 

(
a
)
 

!
 
(
b
)
 

[A
J
+
[
C
J
 

昭
和

百万円
百
万円

3
8百，;1万6円0

 
12百;1方9向1

 
25百，

9万8円9
|

 
調
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1百，
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昭
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り
、
又
オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ン
に
な
る
以
前
に
お
い
て
も
昭
和
二
十
四
年
に
既
に
そ
の
比
率
は
九

o

wm以
上
に
及
ん
で
い
る
。
尚
預
金
の
外
債
券
を
加
え
る
の
は
、
全
国
銀
行
中
に
債
券
発
行
銀
行

が
含
ま
れ
て
い
る
た
め
で
あ
り
、
預
金
債
券
と
自
己
資
木
の
合
計
か
ら
現
金
勘
定
中
の
切
手
手

形
を
差
引
ぐ
の
は
、
終
戦
後
預
金
の
粉
飾
が
甚
し
い
か
ら
で
あ
り
、
又
貸
出
に
外
周
為
替
勘
定

(マ
i
ジ
シ
引
当
分
を
差
引
い
も
の
)
を
加
算
す
る
の
は
、
そ
れ
が
事
実
上
円
の
貸
出
と
認
め
ら

れ
る
か
ら
で
あ
る
。

最
後
に
自
己
資
木
預
金
に
日
銀
借
入
金
外
閣
為
替
勘
定
を
加
算
し
た
銀
行
の
使
用
総
資
金
に

対
す
る
臼
銀
借
入
金
外
国
為
替
勘
定
の
小
計
の
比
率
を
み
る
と
、
昭
和
二
十
一
年
十
三
月
は
一

九
%
と
既
に
相
当
高
率
で
あ
る
が
、
昭
和
二
十
二
年
以
降
昭
和
二
十
三
年
迄
急
落
し
て
九
鬼
と

な
っ
て
い
る
。
然
る
に
昭
和
二
十
四
年
以
降
は

一

OM
均
台
に
上
り
、
昭
和
二
十
六
年
十
二
月
末

に
は
一
七
銘
に
及
ん
で
い
る
。
最
近
の
ピ

ー
ク
は
昭
和
二
十
六
年
六
月
末
並
に
八
月
末
の
二

一
搭
で
あ
る
(
オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ン
の
度
合
同
)
。
昭
和
二
十
二
年
以
降

一
時
こ
の
比
事
が
急
減
し

た
の
は
、
復
興
金
融
金
庫
の
活
動
に
よ
っ
て
市
中
銀
行
の
設
備
資
金
運
転
資
金
の
相
当
部
分
が

吸
収
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
り
、
特
に
公
団
関
係
の
資
金
が
復
金
か
ら
借
入
れ
ら
れ
し
か

も
そ
れ
が
市
中
銀
行
に
預
託
さ
れ
た
こ
と
は
、
比
率
の
低
下
に
与
っ
て
力
が
あ
っ
た
と
云
は
ね

ば
な
ら
な
い
。
次
に
昭
和
二
十
四
年
以
降
再
び
こ
の
比
率
が
上
昇
し
た
の
は
、
復
金
の
新
規
融

資
停
止
に
伴
い
復
金
の
負
担
が
市
中
銀
行
に
再
転
嫁
さ
れ
る
と
共
に
、
財
政
の
黒
字
を
い
わ
ゆ

る
デ
ィ
ス
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
政
策
に
よ
っ
て
柿
膿
し
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
り
、
昭
和
二
十

五
年
の
下
期
以
降
着
実
に
上
昇
し
だ
し
た
の
は
旧
来
の
設
備
資
金
関
係
の
放
出
に
加
え
て
日
本

銀
行
の
外
国
為
替
貸
付
制
度
の
創
設
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

終
戦
以
降
の
全
国
銀
行
の
オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ン
の
状
況
に
付
て
特
に
注
意
を
要
す
る
の
は
、
同

じ
銀
行
と
一
式
つ
で
も
都
市
大
銀
行
と
地
方
銀
行
と
で
は
全
然
様
相
が
異
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

つ
ま
り
地
方
銀
行
は
如
何
な
る
方
法
に
よ
っ
て
計
っ
て
み
て
も
オ
ー
バ
ー

ロ
ー
ン
で

は
な

い
(
第
三
表
の
閣
参
照
)
。
こ
れ
に
対
し
都
市
大
銀
行
の
オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ン
の
度
合
は
、
全
国
銀

行
の
場
合
に
比
較
し
て
著
し
く
鮮
明
で
る
る
戸
第
一一一
表
の
凶
参
照
)
。
先
づ
都
市
大
銀
行
の
貸
出

を
単
純
に
預
金
に
対
比
す
れ
ば
、
昭
和
二
十
六
年
十
二
月
末
に
お
い
て
一

O

一
銘
と
全
国
銀
行

勘
定
の
場
合
と
同
率
で
あ
り
、
又
オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ン
の
始
期
も
全
国
銀
行
勘
定
の
場
合
と
問
機

我
国
市
中
銀
行
の
オ
ー
バ
ー
ロ

ー
ン
に
付

て

昭
和
二
十
六
年
八
月
末
以
降
で
あ

る

(オ
ー
バ
ー
ロ

ー
ン
の
度
合
付
〉
。

然
し
貸
出
に
外
国
為
替
勘
定
を
加
え
た
全
舗
を
、
預
金
債
券
自
己
資
本
の
合
計
か
ら
現
金
勘

定
中
の
切
手
手
形
を
差
引
い
た
金
額
と
対
比
す
れ
ば
、
前
者
の
後
者
に
対
す
る
比
率
は
昭
和
二

十
六
年
十
三
月
末
に
お
い
て

二

一
四
銘
と
全
国
銀
行
勘
定
の
一
O
八
%
を
著
し
〈
上
廻
り
、

E

つ
オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ン
の
始
期
は
昭
和
二
十
五
年
一

月
以
降
と
全
国
銀
行
勘
定
の
場
合
よ
り
八
ヶ

月
程
早
く
な
る
(
オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ン
の
度
合
同
)
。

又
日
銀
借
入
金
と
外
国
為
替
勘
定
の
小
計
の
銀
行
使
用
総
資
金
に
対
す
る
比
率
を
み
る
と
、

昭
和
二
十
六
年
十
二
月
末
に
お
い
て
二
五
%
と
全
国
銀
行
勘
定
の
場
合
の
一
七
銘
を
上
廻
り
、

又
昭
和
二
十
六
年
六
月
末
に
は
三
O
%
と
い
う
高
率
に
及
ん
で
い
る
〈
オ
ー
バ

ー
ロ
ー
ン
の
度

合
同
〉
。

尚
都
市
大
銀
行
の
中
で
も
、
帝
国
第
一
東
京
の
一
一一銀
行
の
オ
ー
バ
ー

ロ
ー
ン
の
度
合
は
、
他

の
大
銀
行
に
比
し
特
に
強
度
で
あ
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。

第

四

節

概

観

以
上
に
お
い
て
明
治
以
来
の
我
国
市
中
銀
行
の
オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ン
の
状
況
を
回
顧
し
て
み
た

が
、
と
れ
を
要
約
す
れ
ば
以
下
の
如
ぐ
に
な
る
。
即
ち
預
金
井
」
貸
出
と
を
形
式
的
に
対
比
す
る

限
り
、
我
国
の
普
通
銀
行
は
昭
和
二
年
の
金
融
恐
慌
迄
は
大
体
オ
ー
バ
ー
ロ

ー
ン
を
続
け
て
き

た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
終
戦
後
オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ン
に
な
っ
た
の
は
昭
和
ご
十
六
年
入
月
以
怖
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

然
し
預
金
に
自
己
資
本
を
加
算
し
各
種
の
粉
飾
宏
調
整
し
た
も
の
と
貸
出
と
を
対
比
す
る
な

ら
ば
、
明
治
年
代
に
お
い
て
は
国
立
銀
行
の
み
が
オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ン
で
あ
っ
た
の
で
、
普
通
銀

行
は
当
初
か
ら
決
し
て
オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ン
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
終
戦
後
令
国
銀
行
が
オ
ー

バ
ー
ロ
ー
ン
に
な
っ
た
の
は
昭
和
二
十
五
年
九
月
以
降
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
対
し
真
正
の
意
味
に
お
け
る
オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ン
と
い
う
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
明
治
三

十
年
代
の
中
頃
迄
国
立
銀
行
の
オ
ー
バ
ー
ロ

ー
ン
の
度
合
は
極
め
て
高
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ

の
後
漸
次
こ
の
状
況
は
改
善
さ
れ
た
が
、
終
戦
後
の
昭
和
二
十
五
年
以
降
全
国
銀
行
は
相
当
強

度
の
オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ン
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
最
近
の
オ
ー
バ
ー

ロ
1
y
の
程
度
は
、
全
国
銀
行
に
付
て
云
え
ば
明
治
三
十
年
代
初
頭
の
程
度
に
当
り
、
都
市
大

銀
行
の
み
に
付
て
云
え
ば
明
治
三
十
年
代
の
そ
れ
に
当
る
と
云
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

二
九
三
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オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ン
の
発
生
原
因

第
一
節
明
治
年
代
に
お
け
る
オ
ー
バ

ー
ロ

ー
ン
の
発
生
原
因

明
治
年
代
に
お
け
る
国
立
銀
行
の
強
度
の
オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ン
の
状
況
の
発
生
原
因
と
し
て
考

え
ら
れ
る
も
の
を
列
挙
す
る
と
左
の
如
〈
あ
る
。

ω
国
民
所
得
水
準
が
低
位
に
止
ま
っ
て
い
た
た
め
、
急
激
な
経
済
発
展
に
即
応
す
る
任
意
貯

蓄
が
不
足
し
た
こ
と

明
治
維
新
以
降
の
我
国
経
済
は
、
西
欧
の
先
進
諸
国
が
産
業
革
命
以
来
永
い
年
月
を
か
け

て
到
達
し
た
高
い
経
済
水
講
を
、
極
め
て
短
期
間
内
に
強
行
軍
で
実
現
し
よ
う
と
し
た
が
、

当
時
の
国
民
所
得
の
水
準
は
極
め
て
低
位
に
あ
っ
た
た
め
、
こ
れ
に
即
応
す
る
だ
け
の
充
分

な
任
意
貯
蓄
を
生
み
だ
す
だ
け
の
余
祁
が
な
か
っ
た
。
そ
の
表
現
が
銀
行
預
金
の
過
少
証
券

市
場
の
未
発
達
と
い
う
一
迎
の
現
象
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
間
隙
を
埋
め
る
た

め
に
明
治
初
年
に
於
て
は
霊
要
産
業
の
圃
営
と
い
う
形
態
で
財
政
投
資
が
行
わ
れ
た
が
、
然

し
そ
れ
に
も
又
自
づ
と
限
度
が
あ
っ
た
の
で
、
最
後
の
手
段
と
し
て
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
政

策
に
よ
る
資
本
の
本
源
的
な
蓄
積
が
強
行
さ
れ
た
。
国
立
銀
行
が
各
自
銀
行
券
或
は
振
出
手

形
を
発
行
し
て
企
業
の
運
転
資
金
設
備
資
金
を
供
給
し
た
の
は
そ
の
端
的
な
証
拠
で
あ
り
、

日
本
銀
行
の
創
立
を
み
る
に
至
っ
て
か
ら
は
そ
れ
が
漸
次
日
本
銀
行
か
ら
の
恒
常
的
借
入
に

変
形
し
て
行
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

間
預
金
の
鴇
念
が
充
分
普
及
せ
ず
、
又
手
形
交
換
制
度
コ
!
ル
市
場
等
近
代
的
な
金
融
制
度

が
充
分
整
備
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と

国
民
所
得
水
準
の
低
舵
も
さ
る
こ
と
乍
ら
、
預
金
と
い
う
観
念
な
り
慣
習
な
り
が
允
分
一

般
に
時
及
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
所
得
に
余
裕
あ
る
者
の
資
金
が
銀
行
に
還
疏
す
る
度

合
が
充
分
で
な
か
っ
た
。
明
治
初
年
に
お
け
る
銀
行
は
世
人
か
ら
預
金
の
取
扱
所
と
し
て
観

念
さ
れ
る
よ
り
も
、
貸
金
の
取
扱
所
と
し
て
概
念
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

次
に
預
金
の
創
出
に
と
っ
て
不
可
欠
の
前
提
条
件
で
あ
る
手
形
交
換
所
が
、
明
治
三
十
年

代
に
入
る
迄
は
東
京
大
阪
の
ニ
ケ
所
に
股
立
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
、

現
金
需
要
を
大
な
ら
し
め
る
要
閃
で
め
っ
た
。
つ
ま
り
銀
行
に
溜
流
す
る
現
金
を
悲
碗
と
し

て
そ
れ
に
数
倍
す
る
預
金
を
創
出
す
る
と
い
う
近
代
銀
行
制
度
の
メ
カ
エ
ズ
ム
が
未
だ
充
分

に
抱
射
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

=
九
四

更
に
コ
l

ル
市
場
が
明
治
三
十
年
代
に
入
る
迄
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
忘
れ
て

な
ら
な
い
点
で
あ
る
。
も
し
コ
ー
ル
市
場
が
存
在
し
て
い
れ
ば
、
先
づ
市
場
で
必
要
資
金
の

有
無
相
通
が
行
は
れ
、
然
る
後
中
央
銀
行
の
資
金
が
使
用
さ
れ
る
と
い
う
ク
ッ
シ

ョ
ン
が
入

る
こ
と
に
な
る
が
、

コ
ー
ル
市
場
が
な
い
た
め
に
、
手
許
に
不
足
を
生
じ
た
銀
行
は
直
接
日

本
銀
行
に
飛
込
ま
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
仕
組
み
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

長
期
設
備
資
金
噂
門
の
金
融
機
関
が
整
備
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と

明
治
三
十
年
代
に
入
る
迄
は
産
業
の
長
期
設
備
資
金
を
専
門
に
供
給
す
る
金
融
機
関
が
設

立
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
国
立
銀
行
は
商
業
銀
行
た
る
こ
と
を
挫
前
と
し
て
設
立

さ
れ
た
に
も
拘
ら
ず
、
事
実
上
産
業
金
融
に
進
出
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
明
治
年
代
の
銀

行
貸
山
中
に
占
め
る
株
式
担
保
の
貸
出
の
比
重
が
高
い
の
は
そ
の
一
つ
の
現
は
れ
で
あ
る
。

ω
外
国
資
木
の
流
入
が
す
く
な
か
っ
た
こ
と

明
治
三
十
年
に
至
る
迄
、
我
国
は
事
実
上
銀
本
位
で
あ
る
か
然
ら
ず
ん
ば
不
換
紙
幣
の
漉

発
に
よ
る
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
陥
る
か
の
何
れ
か
で
る
る
と
い
う
状
態
を
統
け
て
い
た
た

め
に
、
金
本
位
国
と
の
問
の
外
国
為
替
相
場
は
安
定
せ
ず
、
こ
の
関
係
で
欧
米
先
進
国
か
ら

の
資
本
の
洗
入
が
す
〈
な
か
っ
た
。

間
金
利
体
系
が
若
し
〈
変
則
で
あ
っ
た
こ
と

日
本
銀
行
の
開
業
以
来
そ
の
金
利
は
市
中
金
利
に
比
し
若
し
〈
低
位
に
あ
り
、

従
っ
て
市

中
銀
行
は
日
本
銀
行
に
常
時
貸
出
を
仰
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
反
っ
て
高
率
の
利
鞘
を
稼
ぐ
こ
と

が
可
能
で
あ
っ
た
。
我
国
の
銀
行
が
永
ら
く
「
鞠
取
銀
行
」
の
汚
名
に
甘
ん
じ
た
理
由
の
一
半

は
こ
の
点
に
あ
る
。

(3) 

第
二
郎
終
戦
後
に
お
け
る
オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ン
の
先
生
原
因

終
戦
以
降
最
近
に
至
る
市
中
銀
行
の
オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ン
の
状
況
の
発
生
原
因
と
し
て
考
え
ら

れ
る
も
の
を
列
挙
す
る
と
在
の
如
〈
で
あ
る
。

ω
敗
戦
に
よ
る
国
首
の
相
当
部
分
の
聾
失
国
民
総
生
-M
胞
の
急
減
の
た
め
、
早
急
な
経
済
徳
興

に
即
応
す
る
任
斌
貯
部
並
に
減
価
償
却
が
不
足
し
た
こ
と

敗
戦
に
よ
る
悶
宙
並
に
国
民
総
生
産
の
急
減
に
よ
っ
て
、
財
政
も
企
巣
も
設
計
も
赤
字
と

な
り
、
こ
の
=
一
つ
の
主
演
な
経
済
単
位
の
何
れ
に
於
て
も
正
規
の
蓄
般
を
生
み
だ
す
力
が
不

足
し
て
い
た
。
銀
行
預
金
の
過
少
証
券
市
場
の
不
振
に
加
え
自
己
金
融
の
消
滅
等
は
そ
の
糊



的
な
表
現
で
あ
る
。
然
る
に
経
演
復
興
の
速
度
は
著
し
〈
急
速
な
る
こ
と
を
要
請
さ
れ
た
た

め
、
設
備
資
金
運
転
資
金
の
両
面
で
巨
額
の
資
金
不
足
を
生
ぜ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
設
備

資
金
と
し
て
は
減
価
償
却
の
不
足
部
分
と
ギ
毛布
女
産
業
設
備
の
復
旧
並
に
新
設
拡
張
資
金
の
二

つ
が
主
な
も
の
で
あ
る
が
、
永
ら
〈
資
産
の
再
評
価
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
関
係
上
販
売
代

金
か
ら
充
分
な
減
価
償
却
が
確
保
さ
れ
得
ず
、
設
備
資
金
の
名
の
下
に
実
質
的
な
減
価
償
却

迄
借
入
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
は
注
目
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
又
産
議
設
備

の
新
設
拡
張
と
去
っ
て
も
電
源
開
発
外
航
船
越
造
等
経
済
.
再
建
上
緊
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の

と
、
繊
維
鉄
鋼
等
過
剰
投
資
の
気
味
が
認
め
ら
れ
る
も
の
と
の
こ
つ
が
あ
る
こ
と
に
留
意
す

べ
き
で
あ
る
。
又
運
転
資
金
に
付
て
は
、
各
企
業
殊
に
商
社
の
自
己
資
本
の
弱
体
化
か
ら
、

常
時
間
定
す
ベ
含
イ
ン
ヴ
エ
ン
ト
り
l
保
有
資
金
す
ら
借
入
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

こ
と
、
並
に
日
京
銀
行
の
外
国
為
替
貸
付
制
度
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
右
の
状
勢

に
拍
車
が
か
け
ら
れ
た
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
尚
圏
内
関
係
或
は
輸
入
閣
係
た
る

と
を
聞
は
ず
、
手
持
イ
ン
ヴ
エ
ン
ト
リ
ー
に
評
価
損
を
生
じ
借
入
返
済
の
困
難
を
生
じ
て
い

る
も
の
が
砂
〈
な
い
こ
と
も
問
題
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
市
中
般
行
の
貸
出
の

内
容
は
複
雑
で
る
り
、
そ
の
資
金
源
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
日
木
銀
行
の
貸
出
の
内
容
又
然

り
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
を
考
え
た
だ
け
で
も

一
括
し
た
機
械
的
な

対
策
は
と
り
得
な
い
こ
と
が
分
明
す
る
。

凶
通
貨
不
安
税
金
攻
勢
等
に
よ
り
、
現
金
通
貨
の
銀
行
に
対
す
る
還
流
が
停
滞
し
た
と
と

終
戦
後
半
ヶ
年
に
し
て
実
行
さ
れ
た
金
融
非
常
措
置
に
伴
い
、
政
府
並
に
金
削
機
関
に
対

す
る
.小
信
の
念
が
高
ま
り
、
何
時
又
再
封
鎖
さ
れ
る
や
も
計
り
難
い
と
い
う
不
安
感
が
し
ば

ら
〈
の
間
継
続
し
た
。
又
終
戦
後
不
断
の
物
価
上
鮮
と
各
種
の
経
務
統
制
に
伴
う
間
取
引
の

盛
行
は
何
れ
も
現
金
通
貨
の
預
金
化
を
妨
げ
る
要
因
と
し
て
作
用
し
た
。
然
し
ド
ツ
ジ
ラ
イ

ン
の
実
施
以
来
通
貨
価
値
は
略
々
安
定
し
、
又
経
済
統
制
も
大
部
分
撤
廃
さ
れ
た
た
め
、
こ

れ
ら
の
要
因
は
漸
次
消
諒
し
た
が
、
そ
の
代
り
説
務
官
庁
の
所
得
調
査
が
厳
重
と
な
っ
た
た

め
、
下
手
に
預
金
を
す
れ
ば
そ
の
基
盤
た
る
か
く
れ
た
所
得
を
追
究
さ
れ
る
倶
れ
が
生
じ
て

き
た
。
こ
れ
が
現
在
迄
の
所
所
得
中
余
裕
あ
る
者
も
尚
且
つ
預
金
を
跨
踏
す
る
大
な
る
要
因

と
な
っ
て
き
た
こ
と
は
間
違
が
な
い
。

我
}国

市

中
銀

行

の

オ

1
パ
.
1

ロ
l

ン
に

付

て

長
期
設
備
資
金
専
門
の
金
融
機
関
の
活
動
が
充
分
で
な
い
こ
と

終
戦
後
財
閥
の
解
体
に
加
え
長
期
設
備
資
金
専
門
の
金
融
機
関
が
半
身
不
随
の
状
態
に
お

か
れ
た
た
め
、
こ
れ
ら
の
担
当
す
べ
き
長
期
設
備
資
金
の
供
給
迄
普
通
銀
行
が
担
当
せ
ざ
る

を
得
ぬ
こ
と
と
な
っ
た
。
復
興
金
融
金
庫
の
設
立
は
一
時
こ
の
状
態
を
緩
和
し
た
が
、
ド
ツ

ジ
ラ
イ
ン
の
実
施
と
共
に
新
規
融
資
を
禁
止
さ
れ
、
再
び
普
通
銀
行
に
対
す
る
設
備
資
金
の

負
担
は
増
加
し
、
そ
の
後
嗣
本
開
発
銀
行
の
殻
立
を
み
た
が
、
未
だ
普
通
銀
行
の
長
期
設
備

資
金
貸
出
の
府
代
り
を
全
面
的
に
行
い
得
る
だ
け
の
資
金
源
の
充
実
を
み
て
い
な
い
。

d
H
2
 

(3) 

外
国
資
木
の
流
入
が
充
分
で
な
か
っ
た
こ
と

米
国
政
府
の
公
的
援
助
は
見
返
資
金
の
投
資
の
形
態
で
同
内
の
蓄
積
資
金
の
不
足
を
一
部

補
填
す
る
に
役
立
っ
た
が
、
昨
年
下
期
以
来
既
に
打
切
り
と
な
り
、
外
貨
収
入
の
面
で
は
連

合
軍
駐
留
費
の
半
額
ド
ル
支
払
の
原
則
に
よ
り
従
来
と
不
変
で
あ
る
と
し
て
も
、
圏
内
の
円

資
金
の
蓄
積
の
面
で
は
見
返
資
金
に
代
る
も
の
は
現
在
の
所
出
来
上
っ
て
い
な
い
。
又
民
間

の
外
国
資
本
は
主
と
し
て
技
術
面
の
援
助
の
域
を
出
で
ず
、
蓄
積
資
金
の
不
足
を
カ
ヴ
ア
ー

す
る
程
充
分
の
流
入
を
み
て
い
な
い
。

間
金
融
操
作
を
な
し
得
る
財
政
資
金
が
通
貨
安
定
の
見
地
か
ら
産
業
投
資
に
充
分
の
資
金
を

さ
き
得
な
か
っ
た
こ
と

上
記
見
返
資
金
は
勿
論
の
こ
と
、
郵
便
貯
金
を
母
胎
と
す
る
資
金
運
用
部
資
金
迄、

通
貨

安
定
の
見
地
か
ら
産
業
投
資
に
充
分
の
資
金
を
放
出
し
得
な
か
っ
た
が
、
と
れ
も
普
通
銀
行

を
し
て
長
期
資
金
を
放
出
せ
ざ
る
を
得
な
い
要
因
の
一
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
明
治
年
代
に
は

な
か
っ
た
オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ン
の
要
因
で
あ
る
。

附
ド
ッ
グ
ラ
イ
ン
の
突
施
に
よ
る
財
政
熱
2
4の
範
囲
内
に
於
て
、
所
潤
デ
ィ
ス
イ
ン
フ
レ
l

シ
ヨ
ン
政
策
が
行
は
れ
た
こ
と

ド
ツ
ジ
ラ
イ
ン
の
実
施
と
共
に
財
政
は
巨
額
の
黒
字
と
な
り
、
こ
れ
を
肱
任
す
れ
ば
急
激

な
デ
フ
レ

ー
シ

ョ
ン
の
襲
来
を
み
る
倶
れ
が
あ
っ
た
の
で
、

ζ
れ
に
伴
う
恐
慌
の
度
合
を
軽

減
す
る
た
め
、
財
政
黒
字
の
範
囲
内
で
、
日
本
銀
行
の
貸
出
羽
加
マ

ー
ケ
ッ
ト
オ
ペ
レ
ー
シ

ョ
ン
の
形
態
で
資
金
の
再
放
出
が
意
識
的
に
行
は
れ
、
こ
の
関
係
か
ら
オ
ー
バ
ー
ロ

ー
ン
の

状
態
は
激
成
さ
れ
た
。
こ
れ
も
明
治
年
代
に
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
オ
ー
バ

ー
ロ
ー
ン
の
要

因
で
あ
る
。

尚
ド
ツ
ジ
ラ
イ
ン
の
実
施
以
来
財
政
の
均
衡
化
の
一
助
と
し
て
、
又
経
済
正
常

二
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化
を
目
途
と
し
て
、
従
来
財
政
資
金
に
よ
り
賄
わ
れ
た
各
般
の
産
業
資
金
が
漸
次
民
間
に
切

換
え
ら
れ
た
こ
左
も
付
加
し
て
お
〈
必
要
が
あ
る
。

m
金
利
体
系
の
正
常
化
を
早
急
に
実
施
し
得
な
か
っ
た
こ
と

戦
争
以
来
の
国
債
の
市
価
維
持
政
策
国
債
費
の
負
担
増
加
阻
止
等
の
見
地
か
ら
、
政
府
が

公
定
歩
合
引
上
げ
を
抑
制
し
た
た
め
、
高
率
適
用
制
度
の
強
化
に
も
拘
ら
ず
永
く
日
本
銀
行

金
利
は
市
中
金
利
を
下
廻
っ
て
き
た
。
こ
の
た
め
市
中
銀
行
は
日
本
銀
行
に
依
存
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
反
っ
て
収
益
を
増
加
さ
せ
得
る
可
能
性
が
生
じ
た
。

(8) 

終
戦
後
の
経
済
再
建
が
大
銀
行
|

|
大
企
業
，中
心
に
集
中
す
る
コ

l
ス
を
辿
っ
た
こ
と

経
済
再
建
は
主
と
し
て
大
銀
行
|
|
大
企
業
中
心
に
集
中
し
て
行
は
れ
た
た
め
に
、
オ
ー

バ
ー
ロ
ー
ン
は
大
銀
行
に
集
中
的
に
現
出
し
て
い
る
。
尚
大
銀
行
の
中
で
も
山
市
国
第

一
の
両

行
が
他
の
大
銀
行
に
比
し
特
に
は
げ
し
い
オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ン
に
陥
っ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が

嘗
て
一
つ
で
あ
っ
た
も
の
が
分
割
さ
れ
た
関
係
か
ら
他
の
大
銀
行
並
の
規
模
を
無
理
に
維
持

し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
又
東
京
銀
行
の
オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ン
が
甚
し
い
の
は
外
国
為

替
貸
付
制
度
を
巨
額
に
利
用
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
説
明
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
、
ぅ
。

要
す
る
に
終
戦
後
の
オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ン
の
発
生
原
因
に
は
財
政
関
係
か
ら
来
る
特
殊
の
も
の

を
別
と
す
れ
ば
、
そ
の
基
一木
的
特
質
|
|
実
力
以
上
の
投
資
金
強
行
し
た
結
果
で
あ
る
と
い
う

こ
と
ー
ー
に
於
て
明
治
年
代
の
オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ン
と
大
差
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ン
の
評
価

次
に
こ
の
械
な
オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ン
の
状
況
批
判
に
最
近
に
お
け
る
そ
れ
を
如
何
械
に
許
制
す
る

か
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
は
二
つ
に
区
別
し
て
論
ず
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
第
一
は
こ
の
よ

う
な
オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ン
の
状
況
を
こ
れ
以
上
累
積
さ
ぜ
る
こ
と
が
よ
い
か
恐
い
か
と
い
う
問
題

で
あ
り
、
第
二
は
と
れ
迄
に
既
に
発
生
し
て
了
っ
て
い
る
オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ン
の
状
況
自
体
が
よ

い
か
誕
い
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

先
づ
第

一
に
オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ン
の
状
況
を
こ
れ
以
上
累
私
さ
せ
る
こ
と
は
疑
も
な
く
危
険
で

あ
る
。
何
故
な
ら
ば
そ
れ
は
我
国
経
涜
の
現
段
階
に
於
い
て
は
、
イ
ン
フ
レ

ー
シ
ョ
ン
政
策
を

推
進
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
と
同
意
義
に
帰
着
す
る
か
ら
で
あ
る
。
も
と
よ
り
中
央
銀
行
の
追
加

信
用
供
与
自
体
を
単
独
に
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
徴
表
と
み
る
ζ
と
は
あ
ま
り
に
も
機
械
的
で

第
四
章

二
九
六

あ
っ
て
、
財
政
収
支
の
状
況
等
と
綜
合
的
に
に
ら
み
合
せ
て
そ
の
功
罪
を
判
断
す
べ
き
も
の
で

あ
る
が
、
今
後
の
財
政
収
支
は
表
面
的
の
均
衡
の
影
に
幾
多
の
イ
ン
フ
レ
l

ジ
ョ
ン
要
因
を
内

包
し
て
お
り
、
従
っ
て
こ
れ
以
上
の
日
本
銀
行
の
追
加
信
用
供
与
は
通
貨
の
増
売
を
結
果
す
る

以
外
の
何
物
を
も
粛
さ
な
い
。
し
か
も
通
貨
に
見
合
う
べ
き
実
体
面
に
於
て
は
、
動
力
と
生
産

と
の
関
係
等
に
於
て
幾
多
の
不
均
衡
要
因
が
存
在
し
て
お
り
、
従
っ
て
通
貨
の
増
発
は
徒
ら
に

回
転
せ
ざ
る
設
備
の
増
設
と
物
価
の
上
昇
を
来
た
し
、
惹
い
て
は
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
ベ
ー
ス
に
よ

る
正
常
な
輸
出
を
阻
害
す
る
結
果
と
た
る
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
既
に
発
生
し
て
了
っ
て
い
る
オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ン
の
状
況
は
、
或
る
点
に
於
て
は
止
む

を
得
ざ
る
も
の
も
あ
る
と
岡
崎
に
、
或
る
点
に
於
て
は
不
当
と
思
わ
れ
る
も
の
が
認
め
ら
れ

る
。
即
ち
減
価
償
却
資
金
、
電
源
開
発
等
其
に
必
要
不
可
欠
の
設
備
の
新
設
拡
張
資
金
、
正
常

な
イ
ン
ヴ
エ
ン
ト
リ
ー
保
有
資
金
の
不
足
を
カ
ヴ
ア
ー
し
た
限
り
に
於
て
、
そ
れ
は
経
済
復
興

に
必
要
な
任
意
貯
蓄
の
不
足
と
経
済
維
持
に
必
要
な
減
価
償
却
の
不
足
を
賄
う
と
い
う
国
民
経

済
的
要
請
に
対
応
し
た
と
云
え
る
面
が
あ
る
。
然
し
過
剰
投
資
、
思
惑
に
よ
る
イ
ン
ヴ
エ
ン
ト

リ
ー
保
有
資
金
の
供
給
と
な
っ
た
限
り
に
於
て
、
オ
ー
バ
ー

ロ
l
y
を
正
当
付
け
る
こ
と
は
困

難
で
あ
る
。

更
に
オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ン
は
知
何
な
る
理
由
に
基
き
発
生
し
た
も
の
た
る
と
を
聞
は
ず
、
次
の

諸
点
に
於
て
木
来
望
ま
し
い
も
の
で
は
な
い
。
先
づ
第

一
に
オ
ー
バ
ー
ロ

l
y
の
状
況
が
強
度

と
な
る
こ
と
は
優
良
担
保
の
中
央
銀
行
に
対
す
る
集
中
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
一

度
大
な
る
恐
慌
の
勃
発
す
る
場
合
市
中
銀
行
の
資
産
の
流
動
性
に
は
箸
L
い
制
約
が
付
せ
ら
れ

る
こ
と
、
も
っ
と
広
〈
云
え
ば
景
気
変
動
に
対
す
る
市
中
銀
行
の
弾
力
性
が
そ
れ
だ
け
稀
静
化

し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
共
に
、
中
央
銀
行
の
側
か
ら
み
て
も
そ
れ
は
銀
行
券
の
弾
力

性
の
稀
静
化
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
智
戒
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
伝
ら
な
い
。
第
二
に
オ
ー
バ
ー

ロ
ー
ン
の
状
況
が
強
度
と
な
る
ζ
と
は
、
万
一
貸
出
団
収
不
能
の
も
の
を
生
己
た
場
合
市
中
銀

行
の
自
己
資
本
を
以
て
し
て
は
埋
め
き
れ
ず
、
結
局
こ
れ
を
預
金
者
に
転
嫁
吟
ざ
る
を
得
な
い

可
能
性
を
噌
大
せ
し
め
る
と
云
う
意
味
で
、
銀
行
の
公
共
性
の
原
理
に
背
反
す
る
。
第
三
に
外
国

の
取
引
先
か
ら
不
信
の
念
を
以
て
み
ら
れ
る
倶
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
ど
の
程

度
迄
強
〈
主
張
し
宿
る
や
否
や
岩
千
疑
問
が
あ
る
が
、
一
応
指
摘
し
て
お
く
ζ
と
と
す
る
。
こ
れ

を
要
す
る
に
既
に
発
生
し
た
オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ン
は
一
部
止
む
を
得
な
い
も
の
も
あ
る
が
、
し
か



し
総
体
と
し
て
そ
れ
は
本
来
好
ま
し
い
現
象
で
な
く
、
是
正
さ
れ
る
必
要
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。

尚
参
考
迄
に
明
治
年
代
の
識
者
並
に
当
局
者
が
こ
の
問
題
を
ど
の
棋
に
眺
め
て
い
た
か
と
い

う
こ
と
・
を
付
記
し
て
お
会
た
い
。
先
づ
識
者
の
代
表
と
し
て
は
田
口
卯
吉
博
士
が
明
治
二
十
五

年
東
京
経
済
雑
誌
に
の
せ
た
「
日
本
銀
行
の
組
織
」
と
題
す
る
論
文
の
抜
率
を
掲
げ
よ
う
。
も
と

よ
り
図
口
博
士
は
オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ン
と
い
う
言
葉
こ
そ
使
用
し
て
い
な
い
が
、
明
か
に
こ
の
現

象
が
正
常
で
な
い
こ
と
を
認
め
、
そ
の
理
嗣
と
し
て
銀
行
の
独
立
自
常
の
精
神
の
消
滅
と
恐
慌

に
対
す
る
弾
力
性
の
稀
静
化
を
あ
げ
て
い
る
。

「余
輩
は
日
木
銀
行
と
他
の
国
立
銀
行
と
の

関
係
以
上
の
如
〈
な
る
を
見
て
、
深
〈
我
邦

将
来
の
為
め
に
憂
ふ
る
所
な
き
を
得
ず
。
其
事
何
ぞ
や
。
国
立
銀
行
を
し
て
常
に
日
本
銀
行

に
依
頼
す
る
の
念
を
発
せ
し
む
る
こ
と
是
な
り
。
〈
中
略
〉
何
を
以
て
之
を
云
ふ
。
夫
れ
銀
行

者
の
其
営
業
を
為
す
は
単
に
其
資
本
と
預
金
と
に
依
頼
す
る
を
可
な
り
と
す
る
な
り
。
訣
し

て
其
他
を
摘
む
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
若
し
之
に
因
り
て
繁
栄
す
れ
ば
真
に
繁
栄
す
る
な
り
。

若
し
之
に
囚
り
て
繁
栄
せ
ざ
れ
ば
則
ち
自
己
の
勉
励
未
だ
足
ら
ざ
る
な
り
。
然
る
に
就
に
日

木
銀
行
と
云
へ
る
後
援
あ
り
て
資
木
預
金
以
外
に
利
益
を
得
る
の
道
あ
る
と
舎
は
、
其
独
立

自
営
の
精
神
は
頓
に
之
に
因
り
て
消
滅
す
る
の
み
な
ら
ず
、
突
に
不
時
の
変
動
定
予
防
す
る

の
注
意
を
も
消
滅
す
る
こ
と
な
り
。
〈
中
略
)
然
る
に
平
生
其
資
本
と
預
金
と
を
他
に
貸
付
〈

る
の
み
な
ら
ず
、
日
本
銀
行
よ
り
再
劃
引
を
為
し
て
以
て
其
業
務
を
営
む
が
如
主
慣
習
を
存

す
る
と
き
は
、
万
一
の
変
に
際
し
凡
て
皆
日
本
銀
行
に
駈
付
け
其
救
助
を
得
ん
と
競
ふ
な
る

べ
し
。
此
時
に
当
り
て
凡
て
の
国
立
銀
行
皆
日
本
銀
行
に
駈
付
け
な
ぱ
、
日
本
銀
行
と
躍
も

宣
に
能
〈
其
要
求
に
応
ず
る
を
得
ん
や
。
」

次
に
当
問
者
の
代
表
と
し
て
は
日
本
銀
行
の
岩
崎
総
裁
が
明
治
三
十
年
五
月
政
府
に
対
し
て

提
出
し
た
上
中
替
の
一
部
を
掲
げ
よ
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
み
る
と
日
本
銀
行
の
低
金
利
政
策
が

徒
ら
に
市
中
銀
行
の
み
を
利
し
経
済
界

一
般
の
利
益
と
な
っ
て
い
な
い
点
を
強
調
し
て
い
る
こ

と
が
注
目
さ
れ
る
。

「
日
本
銀
行
ハ
中
央
銀
行
ニ
シ
テ
即
チ
諸
銀
行
ノ
銀
行
タ
リ
。
資
本
ノ
流
通
ヲ
円
融
ジ
商

界
ノ
金
利
ヲ
平
準
シ
テ

一
般
ノ
便
益
ヲ
利
ス
ル
事
其
主
眼
ニ
シ
テ
今
日

-一
至
ル
マ
デ
之
ヲ
実

行
シ
ッ
、
ァ
ル
者
ナ
リ
。
然
ル

-一日
本
銀
行
ガ
諸
銀
行
ト
ノ
ミ
取
引
ヲ
ナ
シ
敢
テ
一
個
人
ニ

取
引
ヲ
為
サ
、
ル
ヲ
利
シ
テ
諸
銀
行
多
ク
ハ

日
本
銀
行
ヨ
リ
引
出
シ
タ
ル
資
本
ヲ
一

個
人
ニ

我

国

市

中

銀

行

の

オ

ー
バ

ー

ロ
ー
ン
に
付
て

向
ヒ
テ
ハ
制
合
ヲ
リ
高
利
ニ
貸
付
ケ
其
差
金
ノ
収
益
ノ
ミ
ヲ
以
テ
目
的
ト
ス
ル
者
比
々
皆
然

リ
。
サ
レ
ハ
円
本
銀
行
ガ
鋭
意
シ
テ
金
刺
ヲ
低
下
ス
ト
雌
ド
モ
多
ク
ハ
桂
ラ
ニ
詰
強
行
ノ
利

得
ヲ
助
ケ
長
ス
ル
ノ
ミ
ニ

ジ
テ
其
恵
ヲ

一
般
商
界
-
一
治
ネ
カ
ラ
シ
ム
ル
ノ
効
果
ヲ
見
ル
事
鮮

ナ
シ
。
現
ニ
日
本
銀
行
ノ
日
歩
ト
諸
銀
行
ノ
日
歩
ト
ヲ
比
較
シ
テ
幾
何
ノ
差
ア
ル
カ
ヲ
験
セ

ハ
判
然
疑
ヲ
容
ル
、
所
ナ
シ
。
故
三
日
本
銀
行
ハ
今
後
市
場
ノ
情
勢
ヲ
察
シ
テ
自
前
-
一
本
行

ノ
利
山市ヲ
昂
低
シ
以
テ
市
場
日
歩
ト
ノ
問
ニ
甚
シ
キ
懸
悩
ナ
カ
ラ
シ
ム
ル
事
ヲ
期
ス
ベ
シ
。

吏
ニ

}
歩
ヲ
進
メ
テ
其
甚
シ
キ
者
ヲ
挙
一ホ
セ
ン
ニ
、
近
時
私
立
銀
行
相
按
テ
起
ル
ヤ
其
中
ニ

ハ
己
レ
自
カ
ラ
他
ノ
事
業
ヲ
営
ミ
其
融
通
上
単
ニ
日
本
銀
行
ニ
向
ヒ
テ
直
接
ノ
取
引
ヲ
開
ク

ガ
為
メ
ヱ
設
立
ス
ル
者
ア
リ
。
是
等
ノ
銀
行
ハ

其
名
ノ
ミ
銀
行
ニ
シ
テ
其
実

ハ
銀
行
ノ
名
ヲ

仮
リ
テ
以
テ
己
レ
ガ
融
通
ヲ
謀
ル

ニ
過
キ
サ
ル

ナ
リ
。
是
宣
銀
行
ノ
趣
旨
ナ
ラ
ン
ヤ
。
如
是

実
況
ナ
ル
ガ
故
ニ

日
本
銀
行
ハ
現
時
ノ
状
勢
ニ
シ
テ
金
利
平
準
ノ
効
益
ヲ
充
分
エ
商
界
ニ
及

ホ
サ
ン
事
ハ
得
テ
望
ム
ヘ
カ
ラ
ス
。
故
ニ
今
後
ハ
日
本
銀
行
白
ラ
進
ミ
テ
商
界
エ
近
ツ
キ

信
用
ア
ル
個
人
エ
対
シ
テ
ハ
其
依
頼
ニ
応
シ
直
接
ノ
取
引
ヲ
綿
セ
ジ
ム
ル
ヲ
以
テ
得
策
ナ
リ

ト
ス
」第

五
章

オ
ー
バ

ー
ロ
ー
ン
の
解
消
過
程

第
一
節
明
治
年
代
に
お
け
る
オ
ー
バ
ー
ロ

ー
ン
の
解
消
過
程

第
三
章
で
述
べ
た
よ
う
に
明
治
年
代
の
オ
ー
バ
ー

ロ
ー
ン
も
終
戦
後
の
オ
ー
バ

ー
ロ
ー
ン
も

そ
の
基
本
的
特
質
に
於
て
大
差
な
い
も
の
と
す
れ
ば
、

現
在
に
於
け
る
オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ン

の
解

消
対
策
を
考
え
る
場
合
、
明
治
年
代
の
オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ン
が
如
何
な
る
ル
l

ト
に
よ
っ
て
解
消

し
て
い
っ
た
か
を
顧
み
る
こ
と
は
極
め
て
示
唆
的
で
あ
る
と
云
は
ね
ば
な
ら
な
い。

こ
の
よ
う

な
見
地
か
ら
明
治
年
代
の
オ
ー
バ

ー
ロ
ー
ン
解
消
の
ル
l
ト
を
列
挙
し
て
み
る
と
以
下
の
如
〈

で
あ
る
。

(11 

経
済
の
高
度
化
を
伴
う
国
民
所
得
水
準
の
上
昇
に
よ
る
任
意
貯
蓄
の
増
大

日
清
日
露
の
両
戦
争
を
経
て
我
国
の
産
業
革
命
は
進
展
し
、
経
済
の
高
度
化
と
国
民
所
得

水
準
の
上
昇
ひ
い
て
又
任
意
貯
蓄
の
増
加
は
顕
著
な
も
の
が
あ
っ
た
。
銀
行
預
金
特
に
長
期

預
金
の
増
加、

銀
行
の
自
己
資
本
の
増
加
と
並
ん
で
、
財
閥
の
興
隆
も
看
過
し
得
な
い
現
象

で
、
第
一
次
世
界
大
戦
を
経
て
こ
の
傾
向
は
決
定
的
と
な
り
、
尭
に
財
閥
系
銀
行
を
中
心
と

ニ
九
七



三ι
百四

説
(
そ
の

一、、J

金

融

ず
る
所
謂
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
銀
行
は
、
日
本
銀
行
か
ら
仮
令

一
時
的
な
り
と
も
貸
出
を
仰
ぐ
こ

と
を
以
て
恥
辱
と
心
得
る
よ
う
な
状
況
に
迄
進
展
し
た
。
今
こ
の
聞
に
お
け
る
生
産
国
民
所

得
の
上
昇
状
況
を
み
る
と
、
左
表
の
通
り
明
治
八
年
か
ら
三

O
年
迄
の
聞
に
五
億
円
か
ら
一

六
抵
円
へ
と
三
倍
強
に
上
昇
し
て
い
る
の
に
対
し
、
明
治
一
一
一

一
年
か
ら
大
正
一
一
年
迄
の
問

に

一
六
億
円
か
ら
一
一
八
億
円
へ
と
七
倍
近
く
に
上
昇
し
て
い
る
。
し
か
も
生
産
国
民
所
得

の
総
額
中
に
お
け
る
農
業
の
比
重
は
漸
減
し
工
業
の
比
重
は
漸
増
し
経
請
の
高
度
化
の
傾
向

を
顕
著
に
し
て
い
る
。

生

産

国

民

所

得

の

上

昇

状

況

「

八

年

|

一

O
年
平
均

一一

年
|

一
五
年

一
六

年

!

二

O
年

二

一

年

|

二

五

年

二
六
年
|
二
一

O
年

三

一
年
|
一
一
一
五
年

=
一
六
年
l

四
O
年

四

一

年

四

五

年

大

正

二

年

|

六

年

七

年

|

一
一
年

一
一
一
年
l
昭

和

二

年

五
二
七
一

七
二
六

八
二
八

一、

一
六
五

一
、
六
六
六

二
、
四
一
九

二
、
八

O
一

三
、
六
八
八

四
、
九
六
四

一
て
八
八
二

二二
、
λ
O四

引
川

内

農

業

一

二

O
六

二
七
六

二
六
七

四
一
五

五
七
一

八
二
七

一
、
O
六
一

一、
三

O
一

一
、
五
二
-
一

=
寸
五
五
=
一

二
、
八
克
=
一

(
単
位

百
万
円
)

五 九 三 八 五五豆 二 一一
0 九六四九三五二回 二 三 l業
五 九 八 六三 二 五 一九八三!

工

次
に
企
図
説
問
、通
銀
行
預
金
残
高
の
増
加
も
目
ざ
ま
し
く
明
治
三
十
二
年
末
三
億
九
千
万
円

で
あ
っ
た
も
の
が
、
明
治
四
十
二
年
末
に
は
一

O
低
五
千
万
円
、
大
正
八
年
末
に
は
五
七
億

四
千
万
円
へ
雌
進
し
て
お
り
、

ζ
の
問
日
木
銀
行
の
発
行
す
る
免
換
銀
行
券
の
発
行
高
も
漸

増
し
た
も
の
の
、
そ
の
増
加
率
は
預
金
残
高
の
そ
れ
に
は
温
か
に
及
ば
ず
、
従
っ
て
免
換
銀

行
券
発
行
高
の
全
国
普
通
銀
行
預
金
残
a
両
に
対
す
る
比
率
は
、
明
治
三
十
二
年
末
六
四
%
の

高
率
に
逃
し
て
い
た
も
の
が
、
年
を
追
う
に
つ
れ
て
漸
減
し
、
大
正
入
年
末
に
は
こ
七
銘
に

減
退
し
、
そ
れ
だ
け
日
本
銀
行
の
発
券
作
用
の
金
融
市
場
に
お
け
る
圧
力
が
漸
減
し
て
行
っ

た
過
程
が
明
白
に
跡
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

二
九
八

免
換
銀
行
券
の
全
国
普
通
銀
行
預
金
に
対
す
る
比
率
の
推
移

(
単
位

免

換

。

銀

行

券

住

日
川
一
回
割引一
一明預金

一
明
治
二
十
六
年

一

二
十
七
年

一

二
十
八
年

一

二
十
九
年

三

十

年

三
十
一
年

三
十
二
年

一

三
十
三
年

三
十
四
年

一

三
十
五
年

一

三
十
六
年

一

三
十
七
年

一

三
十
八
年

一

三
十
九
年

一

四

十

年

一

四
十

一
年

凶
十
二
年

一

凶
十
三
年

-

凶
十
四
年

・
大
正

一

年

二

年

三

年

一

四

年

五

年

一

U

M

八

年

-

」

b

F

r

-
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大
正
十
年
一
一
語
、
九
六九一

さ

一究
、
八
ム

ペ
四
回
回
、
八
百一六一

十
一
年
一

一室
、
九
霊
一

七
、
三
也
、
主

主

七
、八
O

一、同六
O
一

十

二

年

一

一五九、五九四
一

七
、
穴
歪
、六七
二

七
、八
O
Z
二
一室
一

十
三
年
一

-ugZ一O
一

也
、
九
去
二
百
点
八
、
o
き一、一六七一

(酔批〉

明
治
一
一一
十
一

年
以
前
は
国
立
銀
行
孤
金
が
別
途
存
在
す
る
ζ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い。

一、一品川四六、五四五
一

一、一品一品入、回
O
Z
一

一、
七()冨
一、五九六
一

一、六
穴
一一、
-三五一

一一一 一一ー ニム仁:> I!Q 

金
本
位
制
度
の
確
立
に
伴
う
外
岡
資
本
の
流
入

明
治
三
十
年
世
幣
法
の
制
定
に
よ
っ
て
金
本
位
制
度
の
採
用
を
み
る
に
至
っ
た
が
、
こ
れ

に
よ
っ
て
金
本
似
制
度
を
採
用
す
る
欧
米
先
進
諸
国
と
の
聞
の
外
国
為
替
相
場
は
安
定
し
、

こ
れ
ら
諸
国
か
ら
の
資
本
洗
入
の
基
礎
が
形
成
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
に
日
露
戦

争
の
勃
発
を
み
巨
額
の
外
債
が
募
集
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
手
取
金
の
相
当
部
分
が
直
接
戦
費

(2) 

外

資

読

入

現

在

高

の

推

移

明

治

三

十

年

末

三
十
一

年
末

三
十
二
年
末

三
十
三
年
末

三
十
四
年
末

三
十
五
年
末

三
十
六
年
末

三
十
七
年
末

三
十
八
年
末

一一
.
十
九
年
末

四

十

年

末

四
十

一
年
末

四
十
二
年
末

四
十
三
年
末

四
十
四
年
末

大

正

元

年

末

二

作

末

国

債

一

〈海
外
募
集
の
分
)

一。。

九
七
、
六
三

O

九
七
、
六
一
ニ
O

九
七
、
六
三

O

九
七
、
六
三

O

九
七
、
六
一
二

O

三
一

二
、
四
一

六

一
、
一
回
二
、
二
七
一

て
一
四
六
、
一
七
六

て
一
六
五
、
七
O
一

一
、
一
六
五
、
七

O
一

一
、
一
六
五
、
六
七
六

一
、
四
四
七
二
二
七

一
、
四
三
七
、
凶
四
九

一
、
四
二
七
、
六
八
三

一
、
五
二
問
、
六
O
七

海
外
売
出
内
国

債
(
陣
陪
同
扮
M

凶
三
、

o
o
o-

凶
三
、
0
0
0一

四
三
、
0
0
0一

四
=
一、

0
0
0一

四
三
、
0
0
0一

九
三
、
0
0
0一

九
三
、

0
0
0ご

九
三
、

0
0
0一

九
三
、
0
0
0一

九
三
、
0
0
0一

九
三
、
0
0
0一

九
三
一、

0
0
0一

九
三
、
G
O
O-

我

国

市
中
銀
行
の
オ
ー
バ

ー
ロ
ー
ン

に
付
て

海
外
流
出
内
国
債

(

見

込

額

〉

未

詳

一二、

G
O
O-

-

4

ハ
O
、
O
問
七
一

四
八
、

O
六

O
一

五
七
、
二
六

O
一

五
点
、
二
阿

O
一

八
九
、
二
六

O
↑

一
O
八
、
二
一
五
六
一

六
八
、
五
六
主
一

七
七
、
凶
二
一O

七
問
、
王
九
六
一

と
し
て
使
用
さ
れ
る
と
と
な
く
繰
越
さ
れ
、
文
こ
れ
を
契
機
と
し
て
国
債
以
外
に
地
方
債
社

債
等
の
海
外
募
集
が
行
わ
れ
る
に
至
っ
た
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
圏
内
の
蓄
積
資
本
の
負
担
が

軽
減
さ
れ
る
と
共
に
、
極
端
な
デ
フ
レ

ー
シ
ョ
ン
政
策
に
訴
へ
る
と
と
な
〈
オ
ー
バ
ー
ロ
ー

ン
が
解
消
す
る
ル
l
ト
が
聞
け
た
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
外
資
の
流
入
に
よ
る
外
貨
の
手
取

り
は
輸
入
の
促
進
と
日
水
銀
行
の
正
貨
準
備
の
充
実
に
貢
献
し
た
の
で
あ
っ
て
、

日
本
銀
行

の
固
定
的
な
貸
山
は
返
泊
に
な
っ
て
も
銀
行
券
の
収
縮
を
来
た
さ
な
か
っ
た
の
で
み
る
。

今
明
治
三
十
年
以
降
に
お
け
る
外
資
流
入
現
在
高
を
み
る
と
、
明
治
三
十
年
末
僅
か
四
千

万
円
で
あ
っ
た
も
の
が
、
明
治
四
十
年
末
に
は
十
四
億
円
に
達
し
て
お
り
、
明
治
四
十
年
代

か
ら
第
一
次
大
戦
勃
発
迄
の
我
国
経
済
の
景
気
は
一
に
か
L

っ
て
外
国
資
本
の
流
入
如
何
に

か
ム
る
と
い
う
や
L
行
過
ぎ
の
所
迄
い
っ
た
の
で
あ
る
。
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(3) 

長
期
設
備
資
金
専
門
の
金
融
機
関
の
整
備

明
治
三
十
年
以
降
そ
れ
迄
整
備
を
み
て
い
な
か
っ
た
長
期
設
備
資
金
専
門
の
金
融
機
関
が

続
々
と
政
府
の
・手
に
よ
り
特
殊
銀
行
の
形
態
を
と
っ
て
設
立
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
従
来
普

通
銀
行
の
負
担
と
な
っ
て
い
た
長
期
設
備
資
金
の
供
給
が
こ
れ
ら
特
殊
銀
行
に
転
嫁
さ
れ

た
。
明
治
一二
十
年
に
お
け
る
日
本
勧
業
銀
行
の
開
業
、
そ
れ
に
つ
「
各
府
県
に
お
け
る
農
工

銀
行
の
開
業
、
少
し
遅
れ
て
北
海
道
拓
殖
銀
行
の
開
業
、
更
に
明
治
三
十
五
年
に
お
け
る
日

本
興
業
銀
行
の
開
業
は
そ
の
顕
著
な
事
例
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
銀
行
分
業
主
義
の
理
想

が
、
完
全
に
実
現
さ
れ
得
な
い
迄
も
、
あ
る
程
度
は
実
現
さ
れ
る
と
共
に
、
普
通
銀
行
の

オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ン
解
消
に
或
る
程
度
貢
献
し
た
。

し
か
も
こ
れ
ら
長
期
設
備
資
金
専
門
の
金
融
機
関
の
資
金
は
、
民
間
か
ら
の
出
資
(
政
府

の
配
当

mw証
あ
り
〉
、
政
府
出
資
、
外
国
人
の
出
資
、

預
金
部
資
金
に
よ
る
債
券
の
引
受
、

外
国
市
場
に
お
け
る
債
券
の
売
出
し
等
に
よ
っ
て
調
達
さ
れ
、
決
し
て
日
本
銀
行
か
ら
の
追

加
信
用
に
依
存
し
な
か
っ
た
と
い
う
と
と
は
看
過
を
許
さ
な
い
所
で
る
る
。

凶
手
形
焚
換
所
の
増
設
コ
l

ル
市
場
の
開
設

明
治
三
十
年
に
至
る
迄
手
形
変
換
所
は
大
阪
(
明
治
十
二
年
設
立
)
東
京
(
明
治
二
十
年
設

銀

行

預

金

残

高

と

手

形

交

換

高

の

推

移

普

通

銀

行

預

金

残

高

明

治

ー一一一一
一凶
一一
一

-5
八
一

二

十

年

二

十

一
年

二

十

二

年

二

十

三

年

二

十

四

年

二

十

五

年

二
十

六

年

二

十

七

年

二

十

八

年

二

十

九

年

三

十

年

三
O
O

立
〉
の
ご
ケ
所
に
し
か
存
在
し
な
か
っ
た
が
、
明
治
三
十
年
代
に
至
り
全
国
主
要
都
市
に
続

続
と
手
形
交
換
所
が
設
立
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
預
金
残
高
の
増
加
以
上
の
手
形
交
換
高
の

増
加
が
可
能
と
な
っ
た
。
今
全
国
普
通
銀
行
預
金
残
高
当
座
預
金
残
高
並
に
全
国
手
形
交
挟

高
を
明
治
三
十

二
ヰ
を

}
O
Oと
す
る
指
数
に
換
算
し
て
比
較
し
て
み
る
と
、

大
正
十
三
年

に
お
い
て
各
二
λ
二
O
、

一
二
六
七
、
六
二
四
八
と
な
っ
て
お
り
手
形
交
換
高
の
増
加
率
の

高
い
こ
と
が
実
証
さ
れ
て
い
る
。
現
在
と
異
な
り
銀
行
が

一
般
に
小
規
模
で
数
が
多
か
っ
た

時
代
に
お
け
る
手
形
交
換
の
重
要
性
は
予
想
外
の
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ

て
市
中
銀
行

は
一
定
の
現
金
を
支
払
準
備
と
し
て
従
前
に
比
し
よ
り
多
額
の
預
金
を
創
出
す
る
こ
と
が
可

能
と
な
り
、
従
っ
て
文
日
本
銀
行
に
対
す
る
依
存
度
を
軽
減
し
つ
L
し
か
も
必
要
資
念
を
供

給
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。

更
に
コ
l

ル
市
場
が
小
規
模
乍
ら
日
の
目
を
み
る
に
至
っ
た
の
も
明
治
三
十
年
代
の
末
頃

で
、
こ
れ
に
よ
り
多
少
な
り
と
も
市
場
に
お
け
る
資
金
の
有
無
相
通
が
可
能
と
な
る
に
至

っ
た
。
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大

正

明

治

十十十十十九 八七六五四三二元四四四四四 三三三三三三三 三三
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〈
泣
〉
銀
行
預
金
mm高
は
年
末
手
形
炎
級
官
同
は
年
中
の
計
数

※
は
小
口
当
隆
預
金
残
高
を
含
ん
だ
計
数

日
本
銀
行
の
金
融
政
策
の
転
換

明
治
三
十
年
金
本
位
制
度
の
確
立
を
契
機
と
し
て
、
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日
本
銀
行
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積
極
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に
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オ
ー
バ
ー

ロ
ー
ン
是
正
に
の
り
だ
し
た
。
そ
の
第

一
の
方
策
は
個
人
取
引
の
開
始
と
公
定
歩

合
の
変
更
に
よ
る
金
利
体
系
の
正
常
化
で
あ
り
、
そ
の
第
二
の
方
策
は
担
保
品
付
手
形
割
引

三
O

一
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一、・'
金

の
廃
止
に
よ
る
市
中
銀
行
の
貸
出
の
流
動
性
の
回
復
促
進
で
あ
っ
た
。

先
づ
第

一
に
従
前
日
木
銀
行
は
市
中
銀
行
の
み
を
取
引
先
と
し
直
接
企
業
と
取
引
し
な
か

っ
た
た
め
に
、
日
本
銀
行
の
金
剰
が
市
中
金
利
よ
り
も
低
位
に
あ
っ
た
こ
と
と
相
候
っ
て
、

特
取
銀
行
の
弊
を
生
じ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
企
業
が
市
中
銀
行
を
通
ぜ
ず
に
直
接
日
本
銀

行
か
ら
貸
出
を
仰
ご
う
と
す
る
場
合
市
中
銀
行
に
貸
す
の
と
同
率
で
之
に
応
じ
よ
う
と
い
う

こ
と
に
す
れ
ば
、
市
中
銀
行
と
し
て
は
そ
の
得
・抵
先
を
維
持
す
る
た
め
に
は
日
木
銀
行
か
ら

貸
出
を
仰
い
だ
の
で
は
利
益
が
得
ら
れ
な
ぐ
な
る
か
ら
、
そ
こ
で
ど
う
し
て
も
預
金
を
吸
収

し
て
企
業
に
資
金
を
供
給
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
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こ
れ
が
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本
銀
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側
人
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引
を
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始
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狙
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別
に
市
中
銀
行
と
利
を
争
う
と
い
ふ
こ
と
が
目
的
で

は
な
く
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市
中
銀
行
を
し
て
預
金
の
吸
収
に
真
剣
な
ら
し
め
よ
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す
る
趣
旨
に
外
な
ら
な

か
っ
た
。
但
し
企
業
に
対
す
る
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一
挙
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市
中
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対
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出
利
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と
同
率

と
す
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こ
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経
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界
に
激
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を
与
え
る
限
れ
が
あ
る
の
で
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初
の
問
は
個
人
と
銀
行
と

の
聞
に
若
干
差
等
を
設
け
た
が
、
漸
次
こ
れ
を
せ
ば
め
明
治
三
十
二
年
下
則
に
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完
全
に
同

事
に
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て
し
ま
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た
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狭
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第
二
に
例
人
取
引
の
開
始
と
弛
ん
で
廃
止
さ
れ
た
担
保
品
付
手
形
割
引
と
ほ
、
明
治
二
十

三
年
の
恐
慌
に
際
し
一
時
便
宜
の
手
段
と
し
て
実
行
さ
れ
た
株
式
祖
保
の
貸
出
の
こ
と
を
云

う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
措
置
を
続
け
る
と
と
は
市
中
銀
行
の
貸
出
が
株
式
担
保
の
貸

出
に
偏
し
固
定
的
な
も
の
と
化
す
る
慣
れ
が
あ
る
の
で
、
金
本
位
制
度
の
採
用
と
共
に
こ
れ

を
廃
止
し
と
れ
に
よ
っ
て
市
中
銀
行
の
貸
出
の
主
力
を
短
期
流
動
的
な
も
の
に
注
ぐ
よ
う
指

導
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
然
し
こ
れ
又
何
等
の
代
案
な
〈

一
挙
に
廃
止
す
る
こ
と
は
取

引
先
銀
行
並
に
担
保
品
に
編
入
さ
れ
た
会
社
の
信
用
に
困
難
を
来
す
倶
れ
も
あ
る
の
で
、
日

本
銀
行
は
新
た
に
手
形
の
見
返
品
制
肢
を
撒
け
る
と
共
に
そ
の
担
保
価
格
を
担
保
門
川
時
代
に

比
L
轄
し
〈
切
下
げ
る
こ
と
に
し
た。

以
上
の
知
き
諸
々
の
ル
1
ト
は
一
休
を
な
し
て
市
中
銀
行
の
オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ン
の
状
況
を

解
消
す
る
に
役
立
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
L

で
重
要
な
こ
と
は
第

一
に
明
治
年
代
の
オ
ー

バ
ー
ロ

ー
ン

の
解
消
の
た
め
に
は
何
等
の
衛
策
も
用
い
ら
れ
ず
徐
々
に
漸
進
的
に
オ
ー
バ
ー

ロ
ー
ン
の
解
消
が
行
は
れ
た
と
い
う
こ
と
、
第
三
に
明
治
三
十
年
金
本
位
制
度
採
用
以
前
に

お
い
て
も
誠
者
の
一
部
に
は
オ
ー
バ
ー
ロ

ー
ン
を
以
て
危
険
な
り
と
す
る
意
見
も
な
い
で
は

な
か
っ
た
が
、
同
本
銀
行
当
局
に
よ
っ
て
公
然
と
こ
れ
が
解
消
さ
る
べ
含
も
の
と
さ
れ
積
極

我
国
市
中
銀
行
の
オ
ー
バ

ー

ロ
ー
ン
に
付
て

て
七
O
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・
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的
な
解
消
対
策
が
実
行
さ
れ
る
に
至
っ
た
り
は
金
本
位
制
度
採
用
と
い
う
貨
幣
制
度
の
再
建

を
契
機
と
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
二
節
最
近
に
お
け
る
オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ン
の
解
消
対
策

最
後
に
オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ン
是
正
に
付
き
現
在
と
ら
れ
つ
L
あ
る
対
策
に
付
き
そ
の
概
要
を
述

べ
る
。

噌

i

任
意
貯
蓄
の
増
大

預
金
不
足
、
証
券
資
金
不
足
、
自
己
蓄
積
不
足
の
状
態
を
是
正
す
る
と
と
は
、
オ
ー
バ
ー

ロ
ー
ン
解
消
の
た
め
最
も
平
凡
で
は
あ
る
が
、

一
替
の
正
道
で
あ
る
。
預
金
不
足
糠
和
の
た
め

に
は
先
般
無
記
名
定
期
預
金
が
復
活
し
た
が
、
今
後
は
更
に
匝
民
貯
替
組
合
預
金
の
免
税
点

の
引
上
げ
乃
至
は
一
定
金
額
以
下
の
預
金
の
一
般
的
免
税
等
の
措
置
が
誹
ぜ
ら
れ
よ
う
。
証

券
資
金
不
足
紐
和
の
た
め
に
は
、
投
資
信
託
の
創
設
等
の
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
て

い
る
。
自
己
蓄

積
不
足
緩
和
の
た
め
に
は
、
法
人
税
制
度
の
度
震
な
る
改
正
資
産
再
評
価
の
実
施
等
の
措
置

が
実
行
さ
れ
た
が
、
尚
減
価
償
却
な
り
内
部
留
保
な
り
は
充
分
と
は
云
い
難
い
状
況
に
あ
る。

悶
長
期
殻
備
資
金
専
門
の
金
融
機
関
の
活
用
と

一
般
普
通
銀
行
の
融
資
の
一
部
の
肩
代
り

開
発
銀
行
の
資
力
増
加
と
こ
れ
に
よ
る
一
般
普
通
銀
行
の
般
備
資
金
融
資
の
中
開
発
銀
行

一一
一O
主



告ι
面潤

説
〈
そ
の

融

一、-'

金

の
貸
出
と
し
て
適
当
な
も
の
の
肩
代
り
は
一
部
実
行
さ
れ
て
い
る
が
、
未
だ
充
分
で
な
い
。

又
之
と
並
ん
で
債
券
発
行
銀
行
を
特
定
し
、
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
ベ

1
ス
に
の
り
符
る
長
則
設
描

資
金
の
供
給
を
専
門
的
に
行
は
し
め
る
一
方
、

一
般
普
通
銀
行
の
長
期
設
備
資
金
融
資
中
債

券
発
行
銀
行
の
貸
出
と
し
て
適
当
な
も
の
は
可
及
的
に
こ
れ
に
肩
代
り
さ
せ
る
等
、
金
融
機

構
の
整
備
が
計
ら
れ
よ
う
と
し
て

い
る
。

。。

外
国
資
本
の
流
入
促
進

通
貨
安
定
を
確
保
し
特
に
現
行
為
替
相
場
を
堅
持
す
る
こ
と
が
外
国
資
本
流
入
の
た
め
の

前
提
条
件
で
あ
る
が
、
こ
の
外
こ
れ
迄
に
闘
に
実
行
さ
れ
て
き
た
外
国
資
本
の
利
潤
の
送
金

確
保
の
外
、
今
後
は
元
本
の
送
金
保
障
も
実
行
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
更
に
プ
レ
ト
ン
ウ
ツ
ヅ

協
定
に
番
加
し
、
そ
の
義
務
を
忠
実
に
履
行
す
れ
ば
、
問
機
構
か
ら
の
援
助
を
う
け
る
可
能

性
も
あ
る
。

a
aτ 

資
金
運
用
部
資
金
の
産
諜
資
金
へ
の
活
用

資
金
運
用
部
資
金
の
殆
ん
ど
す
べ
て
は
安
定
的
性
格
を
有
し
長
則
産
業
資
金
の
源
・
以
と
し

て
適
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
通
貨
安
定
確
保
の
た
め
別
途
の
措
世
を
論
ず
る
こ
と

を
前
提
と
す
れ
ば
、
金
融
債
の
引
受
復
活
等
産
業
資
金
へ
の
活
用
も
決
し
て
絶
望
で
は
な
い

で
る
ろ
う
。

(5) 

投
資
の
量
的
統
制
艶
に
質
的
統
制

現
在
既
に
過
剰
投
資
の
気
味
が
焼
は
れ
又
滞
貨
融
資
と
目
さ
れ
る
も
の
も
認
め
ら
れ
る
の

で
、
之
迄
以
上
に
投
資
の
翠
的
統
制
並
に
質
的
統
制
の
強
化
が
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
と

の
点
は
明
治
年
代
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ン
解
消
対
策
の

一
つ
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

金
利
体
系
の
正
常
化

日
本
銀
行
の
公
定
歩
合
は
昨
年
十
丹
市
中
命
剃
と
の
般
監
を
恥
滅
す
る
目
的
を
以
て
引
上

げ
ら
れ
た
が
、
今
後
も
こ
の
紛
が
引
続
き
推
進
さ
れ
る
と
と
が
当
局
者
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ

て
い
る
。

尚
最
近
オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ン
の
解
消
対
飾
と
し
て
は
著
名
な
石
概
東
木
内
議
訴
の
桝
却
が
発
表

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
を
紹
介
し
批
判
す
る
こ
と
は
木
判
読
月
却
の
性
質
上
適
当
と
考
え
ら

れ
な
い
の
で
、
こ
L
に
は
一
切
ふ
れ
な
か
っ
た
の
只
オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ン
の
解
消
対
飯
合
樹
立
す

(6) 

。

る
場
合
に
は
、
そ
れ
と
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
デ
フ
レ
l

シ
ヲ
ン
と
の
関
係
、
為
替
相
場
と
の
関

係
、
貨
幣
制
度
の
再
建
と
の
関
係
等
を
充
分
に
考
え
る
と
い
う
広
汎
な
見
地
に
立
た
ね
ば
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
を
一
言
す
る
に
止
め
た
い
。
(
吉
野
〉

外
貨
資
金
保
有
方
式
の
推
移

及
び
そ
の
問
題
点

刃
口

nHヴ
s
-
z
d
-

n
H
f
4
2
.
E
t

・

次

一、

外
国
為
替
資
金
殻
位
以
降
に
於
け
る
外
貨
保
有
残
高
累
制
の
経
過

ご
、
外
貨
似
布
残
山
県
松
に
伴
う
円
資
金
の
供
給
過
程

付
外
聞
為
替
資
金
段
位
以
降
日
銀
外
岡
為
替
貸
付
制
度
の
発
足
ま
で

口
外
問
為
替
貸
付
制
度
に
よ
る
日
銀
資
金
の
流
入

伺

附

和
二
十
六
年
度
財
政
に
於
け
る
政
府
出
資
の
積
栢
化

帥
日
銀
信
州
依
存
度
の
増
加
傾
向

三
、
現
行
外
資
資
金
保
有
方
式
の
問
題
点

付

イ
ン
ヴ
エ
ン
ト
リ
ー

・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
問
題
点

同

借

入

金
の
問
題
点

同

日
銀
外
為
貸
制
庄
の
問
題
点

同
日
銀
ス
ワ
ッ
プ
取
引
の
問
題
点

む

す

凶
び

一
、
外
国
為
替
資
金
設
置
以
降
に
於
け
る
外
貨
保
有
残
高
累
積
の
経
過

終
戦
以
降
に
於
け
る
我
凶
外
貨
資
金
の
保
有
は
、
昭
和
二
十
問
年
十
月
末
ま
で
は
辿
合
軍
司

令
部
に
よ
り
管
理
さ
れ
、
司
令
部
の
手
に
よ
り
そ
の
操
作
が
行
わ
れ
た
為
、
税
同
は
外
貨
収
支

の
如
何
に
触
れ
ゐ
こ
と
も
な
ぐ
、
ま
し
て
悶
内
財
政
金
融
と
の
開
迎
に
つ
い
て
も
不
問
に
附
さ

れ
た
ま
ま
の
状
態
で
椛
移
し
た
。
今
日
か
ら
顧
み
れ
ば
、
こ
の
附
の
附
則
は
凶
際
収
支
と
財
政


